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新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見（案）（修正箇所表示板） 

 

障害者政策委員会は、障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 11 条第９項

において準用する同条第４項の規定に基づき、障害者基本計画についての内閣

総理大臣への意見を以下の通とおり取りまとめる。今後、政府において、本障

害者政策委員会意見を十分に踏まえ、計画を策定するよう望むものである。 

 

はじめに 

 

１、これまでの計画 

我が国では、国際障害者年（昭和 56（1981）年）を契機に、以下の長期の

計画等の下で障害者に対する施策が継続的に実施され、様々な課題を抱えな

がらも、その取組が強化されてきた。 

①障害者対策に関する長期計画（昭和 57（1982）年） 

 国連障害者の十年の国内行動計画として、障害者施策に関する初めての

長期計画として策定された計画。 

②障害者対策に関する新長期計画（平成４（1992）年） 

 平成５（1993）年度からおおむね 10 年間を計画期間とし、同年 12 月に

改正された障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）により同法に基づく障

害者基本計画と位置付けられた計画。 

③障害者プラン（平成７（1995）年） 

 新長期計画の後期重点施策実施計画として策定され、障害者施策の分野

で初めて数値による施策の達成目標が掲げられた計画。 

④障害者基本計画（平成 14（2002）年） 

 新長期計画における「リハビリテーション」及び「ノーマライゼーショ

ン」の理念を継承するとともに、障害者の社会への参加、参画に向けた施

策の一層の推進を図るため、平成 15（2003）年度から 24（2012）年度まで

の 10 年間に講ずべき障害者施策の基本的方向について定められた現行の

計画。 

 

また、同時に我が国の障害者施策は、これらの計画とともに下記に示す国

際的な取組の一環としても実施されてきた。 

資料２
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①国連障害者の十年（1983 年～1992 年） 

 国連障害者に関する世界行動計画を推進。 

②ESCAP アジア太平洋障害者の十年（1993 年～2002 年） 

 平成４（1992（平成４）年、国連障害者の十年の終了を受けて、アジア

太平洋地域における国連障害者に関する世界行動計画のを更なるに推進を

国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）総会が決議。 

③第二次アジア太平洋障害者の十年（2003 年～2012 年）びわこミレニアム・

フレームワーク（2003 年～2012 年） 

 平成 14（2002（平成 14）年、我が国の主唱により、アジア太平洋障害者

の十年を更に 10 年延長し、すべての人のための障壁のないかつ権利に基づ

く社会に向けた次期 10 年の行動課題として「アジア太平洋障害者のための、

インクルーシブで、バリアフリーかつ権利に基づく社会に向けた行動のた

めのびわこミレニアム・フレームワーク」(Biwako Millennium Framework：

BMF)を採択。障害者施策を推進。 

 

２、この 10 年間の動き 

これらの計画、特に障害者基本計画の期間（平成15（2003）年度から24（2012）

年度までの 10 年間）における障害者に関連する新たな動きとして、主なもの

を次のように挙げることができる。 

 

平成 15（2003）年 

・ 社会福祉の基礎構造の改革の一環として、身体障害者及び知的障害者の

福祉サービスについて、「措置制度」から「支援費制度」に移行。 

・ 触法精神障害者の処遇に関して、心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行ったもの者の医療及び観察等に関する法律（平成 15 年法律第 110 号）

が成立。 

 

平成 16（2004）年 

・ 基本的理念の規定に障害を理由として差別することその他の権利利益を

侵害する行為をしてはならない旨等を追加した障害者基本法の一部を改正

する法律（平成 16 年法律第 80 号）が成立。 

・ 第二次アジア太平洋障害者の十年及びわが我が国の障害者施策を推進す
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るとともに、障害者の権利を推進することを目的に障害者団体を中心とし

て連携を図るという目的の下に、11 の主な障害団体を発起団体として日本

障害フォーラム(JDF)が設立。 

 

平成 17（2005）年 

・ 身体障害、知的障害、精神障害の三障害を福祉サービスの対象とする

障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）が成立。 

 

平成 18（2006）年 

・ 内閣府「災害時要援護者の避難対策に関する研究会」検討報告 

・ 従来の盲・聾・養護学校の制度を特別支援学校の制度に転換すること

等を内容とする学校教育法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 80

号）が成立。 

・ いわゆるハートビル法と交通バリアフリー法を統合した高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）が

成立。 

・ 2001 年から議論されてきた障害者の権利に関する条約（仮称）（以下「障

害者権利条約」という。）が第 61 回国連総会において採択。 

 

平成 19（2007）年 

・ 日本政府が障害者権利条約に署名。 

 

平成 20（2008）年 

・ いわゆる教科書バリアフリー法である障害のある児童及び生徒のため

の教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律（平成 20 年法律第 81

号）が成立。 

 

平成 21（2009）年 

・ 障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障

害者制度の集中的な改革を行うため、内閣に障がい者制度改革推進本部

を設置。 

・ 障がい者制度改革推進本部長により、障害者施策の推進に関する事項
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について意見を求めるため障がい者制度改革推進会議（以下、「推進会議」

という。）の開催が決定。 

 

平成 22（2010）年 

・ 国(厚生労働省)が障害者自立支援法訴訟原告ら(71 名)との間で訴訟上

の和解を行い、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平

成 25（2013）年８月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な

福祉法制を実施する等とした「基本合意文書」を締結。 

・ 障がい者制度改革推進会議の第一次意見を最大限に尊重して、政府が

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定。 

・ いわゆるつなぎ法である障がい者制度改革推進本部等における検討を

踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生

活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成 22 年法律第 71

号）により、障害者自立支援法が一部改正。 

・ 実効性確保の観点から、できる限り具体的な数値目標やスケジュール

を明確に設定し、達成状況について定期的にフォローアップを行うこと

を明らかにした第３次男女共同参画基本計画が男女共同参画社会基本法

（平成11年法律第78号）に基づいて閣議決定。女性障害者の複合的に困

難な状況に言及。 

・ 障がい者制度改革推進会議が、インクルーシブ社会の構築、障害概念

の社会モデルへ転換、施策の実施状況を監視する機関の創設等を内容と

する障害者基本法の改正について、第二次意見をとりまとめる。 

 

平成 23（2011）年 

・ 東日本大震災により未曾有の被害。 

NHK によると障害者の死亡率は障害のない人のほぼ２倍。 

・ 以前よりからの懸案であった虐待防止について、障害者虐待の防止、

障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23 年法律第 79 号）

がとして議員立法によって成立。 

・ 上記推進会議の第二次意見を踏まえ、障害者基本法の一部を改正する

法律（平成 23 年法律第 90 号）が成立。 

・ 障がい者制度改革推進会議の下に設置開催された総合福祉部会が「障
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害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」をまとめる。 

 

平成 24（2012）年 

・ 改正障害者基本法に基づき障害者政策委員会が発足。 

・ 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず

るための関係法律の整備に関する法律（平成 24 年法律第 51 号）により、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者

総合支援法）が制定。 

・ 障がい者制度改革推進会議の下で発足し障害者政策委員会に議論が引

き継がれた差別禁止部会が「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」

についての意見をまとめる。 

 

３、新しい基本計画にむ向けて 

以上のように、この 10 年間は、国際的にも国内的にも極めて大きな議論を

伴いながら障害者に対する法制度が目まぐるしく動いた時期であり、まさに

激動期であったとも言える。 

 

このような状況の中にあって、日本政府は、障害者の権利の保障および尊

厳を守るという観点から、障害者権利条約の意義を認め、起草段階から積極

的に参加してきたところであり、平成19（2007）年の署名以降、条約締結に

向けた国内法の整備が進められてきた。 

 

特に、平成21（201009）年12月からは、当面５年間を障害者の制度に係る

改革の集中期間と位置付け、内閣に設置された障がい者制度改革推進本部の

下で開催された障がい者制度改革推進会議を中心に、障害者権利条約の締結

に必要な向けた国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中

的な改革のための議論が行われてきた。 

 

障がい者制度改革推進会議及びその下に設置開催された総合福祉部会及び

差別禁止部会（平成24（2012）年７月より障害者政策委員会の下で開催。）と

いう２つの部会の議論において大きな指針となったのは、前述の障害者権利

条約と平成22（2010）年１月に国（厚生労働省）と障害者自立支援法訴訟原
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告らとの間で結ばれた「基本合意文書」であり、推進会議及び部会の議論の

成果は、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」（平成

22年６月）、「障害者制度改革の推進のための第二次意見」（平成22年12月）、「障

害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」（平成23年８月）、「『障

害を理由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見」

（平成24年９月）として取りまとめられている。 

 

この間の障害者制度改革の主要な成果として、平成23（2011）年に障害者

基本法が改正され、障害者の定義に社会モデルの考え方が反映されるととも

に「合理的配慮」の概念が盛り込まれ、さらには、国内において障害者基本

計画の実施状況を監視し、勧告を行う機関として障害者政策委員会が設置さ

れた。また、平成24（2012）年には障害者総合支援法（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律）が制定されたところである。 

 

しかし、制度改革全体からすれば、まだ道半ばであって、特に、障害者総

合支援法の附則事項の検討や差別禁止法の制定等、大きな課題が残っている

状況である。 

 

このような状況を踏まえて、次の新しい障害者基本計画（以下、「新基本計

画」という。）を展望するに当たって、留意しなければならないことは、現行

の計画期間において問題とされた重要な課題の多くは、新基本計画の計画期

間においても、依然として重要な課題であるということである。 

 

平成 25（2013）年度から始まる新基本計画は、引き続きこのような課題に

立ち向かうためものとして、障害者制度改革の成果物である障がい者制度改

革推進会議（及び後の障害者政策委員会）が取りまとめた４つの意見書（第

一次意見、第二次意見、障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提

言、「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の

意見）を踏まえ、障害者権利条約批准に向けた法整備と批准後の条約の実施

を想定したものであることが求められる。 

 

また、この新基本計画は、改正された障害者基本法の下で策定される初め
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ての基本計画となるが、基本計画は、障害者基本法第 32 条第２項第３号の規

定により、障害者政策委員会により、その実施状況が監視されることになり、

必要があると認められるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関

係各大臣に勧告することができることになっていることに鑑みると、基本計

画の策定に当たっては、その実施状況を検証できる期間、形態、方法が採用

されるべきであり、そのための客観的な統計資料の収集も基本計画に織り込

まれることが求められる。 

 

なお、前の 10 年に比べても障害者に関わる課題は多くかつ多様であり、ま

た経済・社会状況の変化が早いことが予想されることから、新基本計画の期

間について、障害者政策委員会では５年とすることが適切との意見が多かっ

たが、中長期の取組を必要とする課題があることから 10 年とするべきとの意

見もあった。 

 

以上、これまでの経緯や改正された障害者基本法の趣旨に基づいて新基本

計画は策定されるべきである。 

 

 

Ⅰ 基本的な方針 

 

１、基本理念 

 

「障害はあってはならないもの」ではなく、人間の多様性及び人間性の一

部としてその差異と固有の尊厳が尊重され、障害者が社会に受け入れられる

ことは人類の普遍的原理である。 

新基本計画では、かかる普遍的原理が実現される上で、の理念として重要

なことは、障害者権利条約が示す他の者との平等を基礎とした障害者の権利

がの確保されることを重要な理念として取り上げるべきである。 

ここで、他の者との平等とは、障害のない一般市民と同様にという意味で

あり、障害者に何らかの特権を認める趣旨ではない。 

その上うえで、この理念に基づいて、障害者この権利が実効的に確保され

るためには、合理的配慮によって権利の実現を阻む社会的障壁がを除去され

るするとともに、障害者の自立と選択及び社会参加を可能とする公的支援の
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提供が必要不可欠であること、り、さらに、このことにより、障害の有無に

よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生

できる社会の実現が図られるものであることが確認されるべきである。 

なお、ここで、他の者との平等とは、障害のない人との実質的な平等とい

う意味であり、それを実現するには、合理的配慮の提供が必要であることも

含め、障害者が直面している課題とそれを解決するための方策についての国

民の理解を促進することが求められる。 

 

２、基本原則 

新基本計画を策定するに当たり、以下をすべて全ての障害者施策の基本原

則とすべきである。 

 

（１）地域社会における共生等 

地域社会における共生を基本原則とする障害者基本法第３条を踏まえ、障

害者施策は、障害の有無によって分け隔てない社会というインクルーシブ社

会のという理念と現実との間にある大きな格差を埋めるため、あらゆる分野

の活動に障害者が障害のない人と分け隔てなく参加する機会の確保、どこで

誰と生活するかについての選択の機会の確保、意思の疎通又は情報の取得や

利用に必要な手段を選択する機会の確保に資するものでなければならない。 

 

（２）差別の禁止 

差別の禁止を基本原則とする障害者基本法第４条を踏まえ、差別禁止に関

する法律を制定することが求められるとともに、条例による地方自治体の取

組が期待されるところである。 

同時に、国のあらゆる障害者施策が差別的な、また又は差別を助長するも

のであってはならず、いわゆる障害を理由とする欠格事由を規定する条項や

差別的であると指摘されている法制度の在り方については、かかる観点から

の見直しがなされるべきである。 

また、近年、多くの国民が障害を理由とする差別や偏見が改善されてきて

いると感じている一方で、障害を理由とする差別や偏見があると感じる国民

が増えてきているという調査結果があり、新基本計画の期間においては、こ

のような状況も勘案し、障害を理由とする差別や偏見を解消するためのより
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積極的な施策の展開が求められる。 

さらには、女性障害者への複合差別については、すべての施策に複合差別

を解消する視点が盛り込まれる必要がある。 

 

（３）国際的協調 

国際的協調を基本原則とする障害者基本法第５条を踏まえ、国内的には障

害者権利条約の批准並びにその実施を通して共生社会の実現を図るとともに、

対外的には、第３次新アジア太平洋障害者の 10 十年を推進し、仁川戦略に積

極的に取り組むことが求められる。 

 

（４）政策決定過程への障害者等の参画 

障害者権利条約を踏まえると、障害者に関連する施策の策定や検証などの

過程においては、「私たち抜きで私たちのことを決めないで」という理念に基

づき、その過程に参画する委員等の過半数はの障害当事者とすべきである。

参画が手続的に保障されることが原則とされるべきである。その際、障害の

多様性とジェンダーバランスに配慮することが求められる。 

また、障害に特化しない一般施策であっても、障害者の生活に大きな影響

が及ぶことも多いため、その決定過程である国や自治体の審議会等について

障害者の参加を確保する方向性が必要である。 

 

 

Ⅱ 共通して求められる視点 

 

新基本計画を策定するに当たり、以下に掲げる事項は、すべての施策の策定

及び検証に当たって共通して求められる視点である。 

 

１、インクルーシブ社会（障害の有無によって分け隔てない社会）の構築 

 障害者基本法は、多様性を包摂し、障害の有無によって分け隔てない社会、

すなわちインクルーシブ社会の構築を目指している。今回の改正によって新

たに付け加えられた「分け隔てられることなく」「共生する社会」を全ての施

策の共通視点として展開されるようにすべきである。 
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２、社会モデルに基づく障害者の定義 

障害者基本法では、障害の社会モデルの視点から、障害について制度の谷

間を生じないよう「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その

他の心身の機能の障害」と包括的に規定した上で、障害者を「障害及び社会

的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあ

るもの」としている。かかる障害者の定義を踏まえた視点が、全ての施策の

基本に置かれなければならない。 

 

３１、アクセシビリティ（使用したり利用できる状態）の拡大 

物理的環境、公共交通、知識、情報、コミュニケーション、民間サービス、

公的サービス、公的手続等へのアクセス（これらを使用したり、利用できる

こと）はインクルーシブな社会（障害の有無で分け隔てられない社会）にお

いて障害者が自らの権利を実現するための前提条件であること。 

 

２４、障害者の自己決定の保障と意思決定支援 

障害者の自己決定を保障する観点から、本人の意思を聴き取ること、判断

をするために必要な情報をわかりやすく伝えること支援(情報のバリアフリ

ー化等）、とともに、本人の意思を聴き取エンパワメントの機会が確保される

ことなどによる本人主体の意思決定に向けた支援が重視されなければならな

いこと。 

 

３５、格差の是正 

すべての障害者施策が、障害者と障害のない人との間に存する格差を是正

するものであることを前提として、障害の種別・程度の谷間や男女間の格差

を是正するため、谷間に置かれた障害者や女性障害者に配慮した視点を全て

すべての施策に盛り込むこと、及び地域間の格差の発生を事前に防止し、事

後に是正するための仕組みを設けること。 

 

４６、関係機関の連携等 

障害者に関連する施策は各府省にまたがる中で縦割り行政の弊害（制度の

谷間、施策の方針のずれ等）をなくすためには、各府省間のパートナーシッ

プが重要であること、また、地方分権主権を踏まえて、国がマクロな視点で
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方向を示しつつ、地域における共生という視点から、国が密接に地方公共団

体と連携すること、さらには、国が策定する計画と地域福祉計画や障害者自

立支援法に基づく障害福祉計画等、市町村が策定している他の計画と連携を

保つこと。 

 

 

Ⅲ 先送りできない重要な課題 

 

１、谷間や空白の解消 

（１）精神障害 

○ 精神障害者の社会的入院問題の解消及び地域移行のを促進すること 

○ 保護者制度の廃止を含む医療における適正手続のを担保すること 

○ 精神障害者への偏見のを除去すること 

 

（２）難病 

○ 障害と病気の関係を整理し、障害者施策による支援の仕組みの構築に向

けてさらに検討難病の定義を明確にすること 

○ 難病患者への支援を拡充すること 

○ 再生医療を踏まえた治療の研究と実施 

 

（３）高次脳機能障害 

○ 障害者施策にどう位置づけるのかについての検討すること 

○ 基本計画の中に盛り込むべき事項についての検討すること 

 

（４）認知症 

○ 高齢者施策と連携しつつ、在宅のままで生活を継続するための支援を整

備・充実させるため、障害者施策の中での新たな位置づけについて検討す

ること 

 

２、積み残してきた課題 

（１）欠格条項の見直し 

（２）身体障害者福祉法の別表を含む障害者手帳制度の在り方 
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（３）成年後見人制度にかかわる関わる課題 

（４）家族依存からの脱却（要検討）家族の介助や経済的負担を前提としない

支援制度の確立 

 

３、障害者制度改革に関する課題 

「障害者の権利に関する条約（仮称）の締結に必要な国内法の整備を始め

とする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図る」として、平

成22年６月29日に「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」

が閣議決定されている。 

この閣議決定で横断的な課題として示された 

（１）障害者基本法の改正と改革の推進体制 

（２）障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等 

（３）「障害者総合福祉法」（仮称）の制定 

の中なかで、差別禁止法制の実現及び障害者総合支援法附則の検討（総合

福祉部会骨格提言の計画的段階的実施を具体化するための当面の課題として

の障害者総合支援法附則の検討）及び差別禁止法制の実現が大きな課題とし

て残されている。 

 

 

 

Ⅳ 分野別施策の基本的方向 

１、医療、介護等【14 条】 

（１）医療について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①社会的入院及び強制医療の解消並びに地域移行について 

○ 国の目標値として、受入条件が整えば退院可能な約７万人の解消ではなく、

①１年未満入院者の平均退院率の増加、②５年以上 65 歳以上の退院者数の

増加、③統合失調症の入院患者数 15 万人へ減少等が厚労省から示されたこ

とはよかった。 

○ 受入条件が整えば退院可能な社会的入院を減らすという指標をなくすべ

きではない。 

○ 入院患者が減ると収入が維持できないため、認知症の人の精神科への入院
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が増えており、病床数が減らない。精神医療政策に関する病床削減の目標値

を立てるとともに、削減に伴い精神科病院の経営が困難とならない政策的な

バックアップ（支援）が必要である。任意入院が強制入院より長期化する傾

向があるので、精神科入院の実態調査をしていただきたい。 

○ 入院患者や施設入所者のニーズや統合失調症患者が退院後にどのような

社会資源を使って生活しているのかについての調査をするべきである。 

○ 精神科病院からの地域移行に当たっては、病院所在地の行政の担当者より

医師の判断によるところが大きい。病床削減ではなく、病院が主体的に取り

組むための地域移行の目標を立て、その財政的支援をしていただきたい。 

○ 精神障害者の地域生活に関する先進的な事例を参考にしつつ基本計画を

つくるべきである。 

○ いわゆる精神科特例を抜本的に見直すとともに、他の診療科目と同様に急

性期、亜急性期、慢性期を区分した段階的な診療報酬体系を構築し、慢性期

における退院基準を明示するべきである。 

○ 精神科医療の社会的入院と精神科特例の解消のための財源確保等政策的

支援が必要である。 

○ 精神障害者の強制入院や強制医療の廃止に向け、その代わりになるシステ

ムの開発・研究が障害者の参加を条件として行わなければならない。 

○ 精神障害者が地域移行できるよう社会資源の基盤を整備するべきであり、

総合福祉部会で提言された地域基盤整備 10 ヶ年戦略を実現するべきである。 

○ 厚生労働省の身体拘束のガイドラインで、極度の不穏もしくは多動を拘束

してもよい基準としているのは不適切である。 

○ 患者調査において、退院先がグループホームである患者数が分かるように

する等、退院後の自立の実態がわかるような分類を採用すべきである。 

 

②医療、リハビリテーションについて 

○ 地域を支えるための地域連携型の医療体制について検討するべきである。 

○ 精神障害者などの医療、福祉サービスの実施状況の検証が必要である。 

○ 女性障害者が妊娠から出産に至る支援を、その他の女性と同じように受け

られる施策が必要である。長期の療養生活については「性別に配慮したケア

が重要である」と明示すべきである。 

○ 障害児についても、身近なところで医療やリハビリテーションが容易に受
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けられる体制が必要である。 

○ 精神障害や難病については、身近なところで必要なときに医療サービスと

福祉サービスを受けることができるよう、供給体制の充実を図るべきである。 

○ 障害者に対する歯科医療を充実すべきである。 

○ 急性期から亜急性期及び回復期のリハビリテーションを適切に受けられ

るように診療報酬や医療機関の充実を含めた制度の構築が必要である。 

○ 維持期のリハビリテーションの充実と医療報酬体系の改善が必要である。 

○ 中途障害者が安心してリハビリテーションを受けるシステムが必要であ

る。 

○ リハビリテーションは医療や介護、教育、雇用、労災等の分野で行われて

いる。これら全体の計画を検討するために必要な各分野のデータが不足して

いる。 

○ 難病の場合は、レスパイト入院や長期にわたる入院、医療的な背景を持っ

た施設利用等が必要である。 

○ 都道府県に設置されている難病相談・支援センターの体制等の充実をはか

るとともに、保健所など専門支援機関との連携を強化する必要がある。 

○ 基礎自治体に難病支援センターを設置していただきたい。 

○ 医療やリハビリテーションに関わる人材育成の充実が必要である。 

 

③障害の重い人の医療、リハビリテーションについて 

○ 重い障害があり独居の場合、役所へ申請に行くことが困難なので代行を認

めていただきたい。 

○ 重度障害者が一時的な入院中に、重度訪問介護の利用等で日ごろから慣れ

たヘルパーを利用できるようにするべきである。 

○ 重症心身障害児には医療とリハビリテーションをセットで提供するべき

であり、児童発達支援センター等における外来の充実や家庭への訪問が必要

である。NICU の退院後に、訪問医療・訪問看護・訪問介護が連携して支援

する体制が必要である。最後のセーフティネット（安全網）として入所施設

がある。重症心身障害児は成人以降も同じスタンス（態勢）で支援する必要

がある。 

○ 口の中のたんの吸引等は研修を受ければ実施可能となったが、のどの中

（咽頭）の吸引等は認められていない。これらも、医療的行為ではなく生活
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行為として認めるべきであり、併せて専門的な研修の整備が必要である。 

○ 厚生労働省における介護職員等が行える医療的行為の範囲等についての

検討の結論について納得がいかないので、議論をやり直していただきたい。 

○ 重度心身障害者医療を無料化する県に対し国がペナルティを課すべきで

はない。 

 

④再生医療、出生前診断等について 

○ 再生医療等の研究開発に期待する一方、生命倫理について十分な議論が必

要である。 

○ 再生医療に関する研究等の推進が期待されるが、一方で安全性確保等のた

め、既存の審査の仕組みの他に監視・規制の仕組みの構築が必要である。 

○ 再生医療について、審査機関で迅速に安全性をチェックできるよう、予算

をつけて審査員を育成していただきたい。 

○ 尊厳死や出生前診断の議論では重度障害者が切り捨てられないよう配慮

するべきである。 

○ 障害の原因の除去や早期発見・早期治療は大切だが、それだけを強調する

と優生思想につながる懸念がある。今後の重点課題として、二次障害につい

ての実態把握と調査研究に取り組んでいただきたい。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 以下の事項について、今後の在り方及び検証のための指標の作成もあわせ、

精神医療の専門家、精神障害者及び家族に加えて、一般医療及び障害分野全

般並びに地域生活に関する諸分野に精通する幅広い層の参画により、総合的

に検討すること。 

・ 社会的入院の解消 

・ 精神医療における強制医療及び強制入院の廃止 

・ 精神障害者の地域生活に必要な社会基盤の整備 

・ 保護者規定の解消をはじめとした家族負担の軽減 

・ いわゆる精神科特例の廃止 

・ 精神科病院の経営等その在り方についての検討 

◎ 上記の検討に当たり、精神科病院への入院の実態及び退院後の地域生活の

実態についての調査を行うこと。 

◎ 家族支援を前提としない地域移行を促進するために、住まいの確保等の社
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会資源の基盤整備を行うこと。 

◎ 関係施策及び機関の密接な連携の下、性別や年齢に配慮し、地域の身近な

ところで、必要な医療やリハビリテーションが提供される体制をつくること。 

◎ 日常生活における医療的ケアを生活行為とし、介護職員等が行うことがで

きる医療的ケアの範囲等その在り方を検証し、安全な実施体制及び研修体制

の整備について検討すること。 

◎ 再生医療等について研究等の推進とともに安全確保のためのシステムを構

築すること。 

◎ 二次障害についての実態把握と調査研究を重点課題として行うこと。 

 

（２）暮らしの支援について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①居宅支援、移動支援について 

○ 訪問系サービスへの財政的なバックアップ（支援）体制をつくり、地域間

格差なく支援を受けられる目標値を立てていただきたい。 

○ 訪問系サービスの計画値はデータに基づいて設定するべきである。 

○ 施設入所者が個別支援や社会生活支援（移動支援の利用等）を活用できる

ようにする必要がある。 

○ 命にかかわる長時間介護の場合は複数名の介護体制が必要なため、支給決

定が１日 24 時間以上になることがある。こうした長時間の支給決定を行う

市町村の割合を指標にするべきである。また、こうした市町村に過度な負

担が生じないよう、一定時間を超える介護量を国の財源で支給する全国共

通の基準をつくるべきである。 

○ 重度訪問介護を希望する障害者に十分な支給決定をせず、その他のサービ

スの組合せを勧める市町村があるが、こうした運用をしないよう国が考え

方を示すべきである。 

○ パーソナルアシスタンス（個別生活支援）の創設が必要である。 

○ 移動支援の個別給付化を検討事項とするとともに、通勤、通学、入院、宿

泊を伴う外出等利用者の生活ニーズに応じた支給決定の仕組みの検討が必

要である。 

○ 家族支援、24 時間支援体制の必要性について検討すべきである。 

○ 難病患者等居宅支援事業の実績からみると、総合支援法の対象者を広げて
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も利用者が急増することにならないのではないか。 

 

②住まいの支援について 

○ 精神科病院敷地内のグループホームやケアホームは地域居住とは呼べず、

これを作ることができないよう、基本計画に盛り込むべきである。 

○ 家賃助成をグループホームやケアホーム以外のアパート等に住む障害者

にも広げるべきである。 

○ グループホームとケアホームは住まいなので小規模で運営できる報酬設

定等が必要である。 

○ 住まいの確保等精神障害者の地域移行に必要なサービスの数値を基本計

画に盛り込むべきである。 

○ 常時介護や医療的ケアの必要な人がどの地域でも格差なく暮らすための

サービス提供体制や暮らしの場の確保が必要である。 

 

③日中活動系事業及び施設サービスについて 

○ 事業体系を簡素化し利用者の希望に応じサービスを提供できるようにす

べきである。 

○ 精神障害者や重症心身障害児者が安心して利用できるよう、医療的ケアを

伴う日中活動支援の場（デイアクティビティセンター）を創設するべきであ

る。 

○ 精神障害者の場合は就労しなくても地域で自尊心をもって生活できる環

境の確保と、必要な医療サービスと福祉サービスがバランスよく提供できる

体制が重要である。 

○ 障害が重くとも希望する場合には就労系事業を利用できるようにするべ

きである。 

○ 日常的に医療を必要とする方が短期入所を利用できるようにするべきで

ある。 

○ 常時介護を必要とする人への支援の実態にそぐわない施設サービスの報

酬体系を改善する必要がある。 

○ 加算がなければ運営が成り立たない現行の報酬体系の改善が必要である。 

 

④全般的課題について 
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○ 利用者本位のサービス体系を確立すべきである。 

○ 障害支援区分については障害程度区分の質問項目を追加するのではなく、

多様な障害のある方のニーズ（必要）の把握について検討するべきである。

また、ニーズに基づく支給決定の方向性について、基本計画の検討事項に入

れていただきたい。 

○ 意思決定支援の在り方について検討するべきである。 

○ 難病等の患者・家族への支援の現状、地域生活支援事業の市町村ごとの実

施状況、精神障害者の地域移行の実態等についてのデータが必要である。 

○ 同性介護の保障及び性別役割モデルの解消を盛り込むべきである。生活支

援において性別役割分業にとらわれないことを明記すべきである。 

○ 難病や長期慢性疾患患者には状態の変化に対応できる柔軟な支援計画が

必要である。 

○ 「入所施設は真に必要なものに限定する」等施設建設を限定する表現は変

えてほしい。 

○ 施設入所支援も地域移行も大事である。安心して地域で生活できるよう、

経済的負担の軽減や所得保障について基本計画に盛り込んでいいただきた

い。 

○ 18 歳以上の障害児施設入所者への対応について、施設整備が必要となる

場合はその財源を担保し、6年間の有効期間内に移行を進めていただきたい。 

○ 障害福祉サービスを申し込む段階で利用者が利用時間等を控える実態が

あり、計画と実施状況の数字に開きがある。 

○ 介護保険と障害福祉サービスの利用については利用者が選べるようにす

べきである。 

○ 国民に制度の利用状況がわかるように、厚労省のウェブサイトで制度を説

明している箇所に実績の項目を設けてデータを掲載してはどうか。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ ニーズに基づく支給決定の仕組みと当事者本位のサービス体系を確立する

こと。 

◎ 住まいの支援の充実を図ること。その際、次の点に留意すること。 

・ 精神科病院等の敷地内におけるグループホーム等現行の住まいの在り方に

ついて、障害者の地域での生活を実質的に確保する観点から検証すること。 
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・ 一般住宅への家賃補助を行うこと。 

・ 自らが選択した暮らしの場で必要な医療サービスが提供されること。 

◎ 医療的ケアを伴う日中活動支援の場を拡充すること。また、日常的に医療

的ケアを必要とする障害者が短期入所を利用できる体制を構築すること。 

◎ パーソナルアシスタンス（個別生活支援）の創設や移動支援の個別給付化

について検討すること。 

 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

（３）医療と暮らしの支援の双方に関する事項等について 

①サービス基盤について 

○ 地域間格差解消のための基盤整備や財政支援の仕組み、車の両輪としての

地域移行と地域整備基盤等を基本計画に盛り込むべきである。 

○ 地域の医療・福祉の基盤づくり、事業（サービス）報酬の在り方、人材確

保の方策について検討が必要である。 

○ サービスとサービスを繋ぐインフォーマル（非公的）サービスの担い手の

確保・育成も重要である。 

○ 在宅・施設の福祉サービス従事者の労働条件の向上とそのための財源確保

の必要性について、基本計画に盛り込むべきである。 

○ 医療関係者の養成課程に障害者への理解を深める内容を含めるべきであ

る。 

 

②女性障害者の視点について 

○ 男女平等の視点から、サービス利用者・提供者等の男女別統計に関する基

礎データが必要である。 

○ 女性障害者の権利擁護について取り上げる必要がある。 

 

③研究、開発について 

○ コミュニケーション支援のための技術開発が必要である。 

○ 社会的障壁の除去のために、当事者のニーズ評価を軸にした開発が必要で

ある。 

○ 必要な人に必要な機器が開発され、個人に合わせられる技術の開発が重要

である。 
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○ 採算ベースにのらない福祉用具の開発の促進も重要である。 

○ 独立行政法人国立精神・神経医療研究センターで障害発生予防を含む精神

障害についての研究開発を活発にするべきである。 

○ リハビリテーション（機能回復）のみならず、ハビリテーション（機能育

成、維持）、発達という視点から、国立研究所で体系的に研究することが、

重度重複化の予防・低減につながる。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 医療と福祉サービスの提供についての地域間格差を解消するために、社会

資源の基盤整備や財政支援の仕組みをつくること。 

◎ 福祉サービス従事者の労働条件の向上を図ること。 

◎ サービス利用者・提供者等の男女別統計に関する基礎データを収集するこ

と。 

◎ 障害者当事者のニーズに合わせて、必要な人に必要な機器が提供されるよ

う、技術の開発を促進すること。 

 

＜以下は、総論でその趣旨が反映されているため各論からは削除した意見＞ 

○ 介護保険と障害福祉サービスの利用については利用者が選べるようにする

べきである。 

○ 重点施策実施５か年計画の進捗状況についての評価をふまえ、次の基本計

画をつくるべきである。 

○ 現行の基本計画の重点計画の目標値の妥当性を検証する必要がある。 

○ 国として、当事者のニーズがどの程度満たされているのか把握する必要が

ある。 

○ 成人障害者については、家族介助を前提としない数値目標を盛り込んだ基

本計画をつくり、各自治体を指導するべきである。 

○ 国の障害者基本計画を各自治体でも反映させるべきである。 

○ 総合支援法に盛り込まれなかった課題で、喫緊のものを基本計画で取り上

げるべきである。 

○ 専門家だけでなく多くの国民にわかりやすい議論をするべきである。 

○ 政策委員会に入っていない団体の意見に配慮していただきたい。 

○ 権利条約・改正基本法及び骨格提言と基本計画の整合性をとるべきである。 
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○ 総合支援法の検討規定や附帯決議の具体的な検討について基本計画に書い

ていただきたい。 

○ 骨格提言の計画的段階的実施とそのモニタリング（監視・評価）について

基本計画に盛り込むべきである。 

○ 介護保険と障害福祉サービスの利用については利用者が選べるようにする

べきである。 

○ 認知症は、精神障害とは別の領域にしていただきたい。 

 

 

２、年金等【15 条】、経済的負担の軽減【24 条】 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

（１）所得保障（年金や諸手当）について 

○ 障害者の雇用・就労を推進する施策とともに、年金や手当による所得保障

も不可欠である。 

○ 非効率的な給付や重複する給付は見直すという視点も必要である。 

○ 現時点で公的年金制度の完全一元化、最低保障年金等の新年金制度の検討

において障害年金については議論されていないため、基本計画では現行障害

年金の改善についての検討規定を入れるべきである。 

○ 生活保護ではなく、雇用と所得、社会保障によって生活できるように施策

を改善するという観点から、障害基礎年金の改善が必要である。 

○ 働いて稼ぐ額と年金との相関関係等、所得保障制度の在り方を再検討する

必要がある。 

○ 給付水準が高い障害厚生年金は、障害基礎年金と切り離して議論すべきで

ある。 

○ 生活保護給付の受給対象者には障害者が多いため、生活保護と年金制度や

手当（基礎自治体による難病への手当を含む）との関係も問題になる。 

○ 在日外国人等である障害者の無年金問題への対応を検討するべきである。 

○ 無年金障害者への基礎自治体の対応等をデータ化し、是正の方向につなげ

るべきである。 

○ 難病等はざまに落ちている方を含め障害者の所得保障を体系づけるべき

である。その際、障害年金の支給基準の緩和も検討すべきである。 

○ 諸手当については地域的な格差を解消し、全ての障害を対象にするべきで
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ある。 

○ 住宅等特別のニーズには手当等で充足する等、年金に限定せず所得保障制

度全体の在り方を考える場が必要である。 

○ 職場の支援体制を整備し、働いて所得を得たいと考える人が働けるように

する必要がある。 

○ 働くことが困難な人が地域で当たり前に暮らせる体制をつくる必要があ

る。 

 

（２）経済的負担の軽減について 

○ 基礎自治体は障害者の社会参加を促進するために割引や減免等を実施し

ている。 

○ 税制控除は所得がある方が対象で、所得がなく非課税の方は使うことがで

きないので、所得の再分配から考えると公平ではない。また、障害者への適

用実態についての調査もない。 

○ 減免は JR 等の公共交通機関を利用できる人や博物館、美術館等に行くこ

とができる人等、移動の手段や自由が確保されている人しか利用できない。 

○ 経済的負担の軽減の制度は障害者が低所得だからかわいそうだという意

識につながる面もあるので、基本的には所得保障の制度で対応するべきであ

る。 

○ 障害者はヘルパーの交通費や入場料等を支払っており、１人分の料金では

社会参加できない。 

○ 自立支援医療やその他の制度により、の入院費等の医療費やその他の費用

の軽減策を精神障害者や難病患者にも拡充すべきである。 

○ 障害福祉サービスや就労支援事業などの利用者負担問題を改善すべきで

ある。とりわけ就労支援事業における利用者負担は無料とすべきである。 

○ 家賃や住宅改修費の助成制度等についても今回の基本計画の中に位置付

ける必要がある。 

 

（３）データ等についての意見 

○ 障害者の経済活動や生活実態、消費実態を明らかにする基礎データを整備

するべきである。 

○ 経済的扶養の実態を明らかにするためにも障害者の家族の実態把握が必
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要である。 

○ 施策の進捗状況の評価・検証のための指標づくりの際に外国の例を参照す

るべきである。 

○ 男女別集計によると女性は障害基礎年金だけを受ける人が多く、男性に比

べて年金受給水準が低い。男女の就労形態の違いが年金に現れている。 

○ 年金を受給していない障害者に対する包括的実態調査が必要である。また、

年金の要件を満たさない理由とその割合、地域差の状況等も把握するべきで

ある。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 現行の年金や諸手当等の所得保障制度全般について、総合的な検証を行う

こと。その際、以下の点に留意すること。 

・ 生活できる給付水準であること 

・ 地域格差がないこと 

・ 障害種別で谷間がないこと 

・ 無年金障害者への早急な対応 

◎ 基本計画の監視に当たり、以下のデータを把握すること。 

・ 障害者（無年金障害者を含む）とその家族の生計実態についてのデータ 

・ 上記の男女別、障害別、年齢階層別、都道府県別等のデータ 

 

 

３、教育【16 条】 

（１）インクルーシブ教育システムの構築について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

○ 障害者制度改革、インクルーシブ教育システム構築のためには、共生社会

の形成に向けた国民の共通理解を一層進めることとともに、障害者制度改革

を社会的機運として醸成すべきである。 

○ 障害者基本法の第 16 条第１項に「共に教育を受けられるよう」というと

の文言が入ったことを受けて、障害者基本計画において基本方針がの転換し

ていることを明確にすべきである。 

○ 障害者基本法第 16 条は、の第１項で共に学ぶことに配慮するとし、第２

項でが保護者の意見の尊重、第３項でが交流及び共同学習を規定しているこ
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とを踏まえ、保護者の意向を尊重し、入学段階時にで障害を理由に学校設置

者及び学校等は障害者（障害児を含む）を排除すべきではない。合理的配慮

を保障しても学校及び学校設置者が就学を保障しえないと証明し得た時に

は、保護者の意向に沿わないこともやむを得ないとする仕組みにすべきであ

る。 

○ 障害者基本法で確認された障害の有無によって分け隔てられない共生社

会を前提に、障害の有無によって入学の時に分けないのが、インクルーシブ

教育である。その上で、希望する場合には特別支援学校に入学できるように

する仕組みにすべきである。 

○ 障害者基本法の改正を受け、障害者基本計画では共に学ぶことを基本にす

べきである。その際に、障害の有無にかかわらずすべての子どもに対して同

時期に就学通知を送付し、希望がある場合には特別支援学校も選べるように

すべきである。 

○ 共に学び育つことを原則にし、このことが障害者基本計画に盛り込まれる

すべきである。その際、卒業後の地域生活に繋がることを重要な観点として

位置付けるべきである。 

○ インクルーシブ教育システム構築のために、特別支援教育の推進を踏まえ

た評価・検証できる仕組みを作るべきであり、例えば学校経営の評価に、イ

ンクルーシブ教育システム構築の評価指標を導入することを検討すべきで

ある。 

○ 障害の種別や発達段階等により、必ずしも共に学ぶことで学びが充実しな

い可能性がある。学びの多様性、学びの連続性、それぞれの場の充実により、

できるだけ皆で学ぶ仕組みに到達すべきである。 

○ 共生社会では、ろう者の手話とろう文化、視覚障害者の点字、盲ろう者に

特化した様々なコミュニケーション手段、あるいは、同じ障害を持つ仲間と

のつながりなども尊重されなければならない。基礎的環境整備と合理的配慮

を十分保障した地域の学校で障害のない子どもたちとともに学ぶ利点と比

較したうえで、それでもなお独自の言語や文字、コミュニケーション手段に

よる教育、同じ障害を持つ仲間集団の力、個別の障害特性に特化した教育の

専門性などを評価して、本人、保護者が特別支援学校への就学を希望する場

合は、それを保障することもまたインクルーシブ教育システムである。 

○ 身近な場で学べる状況を現在の状況下でどのように作るかが重要である。
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特別支援学校に在籍してもできる限り地域で学ぶことを考えるべきである。

副籍や支援籍について、地域社会と繋がる仕組みという観点から検討を進め

るべきである。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 学校教育においては、地域での生活の基盤を形成できるよう、可能な限り

障害の有無によって分け隔てない共生社会の実現に向け、障害者の特性を踏

まえた十分な教育が受けられるよう合理的配慮及び必要な支援が提供される

ことにより、障害者と障害のない者人が共に学ぶことがを原則とするインク

ルーシブ教育システムを構築するできる配慮が行われること。 

◎ 手話、点字、要約筆記、盲ろう者のコミュニケーション方法等を含め、個

別の障害特性に最適化された専門的教育、同じ障害を持つ仲間集団の相互承

認、相互肯定などの力等を障害者及び保護者が判断し、特別支援学校への就

学を希望する時に、その期待に応えられるように、特別支援学校の教育力を

高めること。 

◎ 就学、進級、卒業等において、障害を理由にした不利益な取扱いを禁止す

る教育制度を構築すること。 

 

 

（２）初等中等教育における就学相談・就学先決定等について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

○ 本人障害児及び保護者の意向を最大限に尊重する必要がある。特別支援教

育を必要とするニーズは、あくまでも障害児本人及び保護者の求めによるべ

きである。 

○ 就学相談では、地域の学校に行けることを情報提供すべきである。 

○ 高等教育では障害を理由に入学拒否はしないということであった。この観

点を幼稚園、小・中・高へと一貫させるべきである。 

○ 相談支援では、障害者の地域生活を見通せるように地域生活をしている障

害者が関わるべきである。 

○ 普通学級での学びを原則にするように、重みづけをするべきである。 

○ 地域の学校への入学で拒否されないことは重要であり、同時に、子ども同

士の手話でのコミュニケーションを可能にし、アイデンティティの確立がで

きる環境が重要である。 
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○ 就学先決定では、障害者児・保護者の意見を最も大切なものとして尊重し、

継続した相談支援を行い、かつ教育支援計画の適切な運用を徹底させるべき

である。ニーズが発生した時には、速やかに計画を見直すことができる相談

支援体制が必要である。その際に、情報の整理、記録保管のために IT 技術

の活用を検討すべきである。 

○ 中教審の報告においては、就学先の決定については、市町村教育委員会が、

本人・保護者に対して十分情報提供しつつ、本人・保護者の意見を最大限尊

重して、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことが原則とし

ており、市町村教育委員会が就学先を決定する際には、可能な限り共に学ぶ

という観点を踏まえつつ、一人一人の教育的ニーズに応じた十分な教育が行

われるよう配慮されるべきである。 

○ 就学先決定については、障害者児・保護者の意見を最大限尊重しつつ、教

育委員会や学校等との合意形成を図るのが、ベースラインである。今回の障

害者基本計画には、特別支援教育システムからインクルーシブ教育システム

への大きな制度改革の中身を盛り込むようにすべきである。 

○ 相談においてある特定の就学先を強制されるべきではなくい。、教育支援

計画では、障害者児・保護者のが参画と共にし、保護者が指名した第三者等

の出席を確保しながら策定すべきである。 

○ 障害者児・保護者の意見を尊重するためには、連続性のある多様な学びの

場を確保するべきである。子どもの発達や程度を勘案しつつ柔軟に就学先を

変更できるようにすべきである。卒業後に福祉サービスをスムーズに利用で

きるようにするために、知事部局と教育委員会が連携すべきである。 

○ 就学時健康診断の障害判定基準（就学基準）、特に聴覚障害に関する判定

基準については障害の範囲に密接に関係する問題で、最新の教育的、医学的

見地から再検討が必要である。 

○ 健康管理の記録（乳幼児健診記録、就学時健康診断記録、学校診断記録な

ど）は、厳重な情報管理のもと各教育段階で共有し、個別の教育支援計画、

個別の指導計画の基礎に据えられるべきである。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 障害者児及び保護者の意見を最大限尊重するためにした就学先の決定がな

され、障害者児の教育的ニーズの把握の下、市町村教育委員会及び学校等に
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おいて、就学先における支援の内容について合意形成が行われる仕組みを構

築する図られること。 

◎ 市町村教育委員会において、就学先のすべての可能性について公平な説明

を行い、障害者児及び保護者が希望する場合には体験や見学をした後に決定

されるよう支援すること。 

◎ 市町村教育委員会と医療、保健、福祉等の関係機関との連携を強化すると

ともに、教育相談や就学相談等を通じた、障害者児及び保護者に対する十分

な情報提供を確保すること。 

◎ 障害者児及び保護者の参画を得て個別の教育支援計画が策定され、その計

画に基づく教育活動が実施されること。 

◎ 就学時に決定した就学先を固定したものとせずに、障害児及び保護者の希

望障害者の教育的ニーズに応じて変更できるようにすること。 

◎ 本人、障害児及び保護者と教育委員会で就学先についての判断が異なり、

合意形成ができない場合は、中立的な機関による調整の仕組みを確保するこ

と。 

◎ 高等学校における障害者の教育の機会が保障されるよう、入学試験及び授

業等において合理的配慮が確保される仕組みを構築すること。 

 

（３）初等中等教育における合理的配慮及び基礎的環境整備等について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①合理的配慮について 

○ 合理的配慮は、学校現場に要請される作為義務である。基礎的環境整備は、

国及び地方公共団体が行うべき義務であって、両方行われることでインクル

ーシブ教育が保障できる。 

○ 障害のある子ども児が学びの達成感をもてることが保障されるよう教育

活動が行われなければならない。そのために、合理的配慮が提供されるべき

である。それぞれの学びの場において、地域生活につながる力、生きる力を

もつ教育ができることが大前提である。 

○ 地域の学校から排除されずに、自己の地域社会において初等中等教育の機

会が与えられるよう、合理的配慮が提供されるべきである。 

 

②合理的配慮が確保されるべき場面について 
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○ 普通学校で学ぶ子どもにも、盲学校と同様のレベルの教科書が保障される

べきである。 

○ 教科書について、特に読みに困難のあるディスレクシアの子どもたちには、

読み上げ機能を持つデジタル教科書、教材が保障されるようにすべきである。 

○ 保護者に付き添いを求めずに、必要な人的な支援が行われるようにすべき

である。 

○ 障害をもつ教員にも合理的配慮が、保障されるべきである。 

○ 医療的ケアについては、看護師を配置しつつ教員も支援に加わり、支援を

提供できるようにすべきである。 

○ 土日の過ごし方についても個別支援計画に含め、必要な支援を提供するべ

きである。 

 

③合理的配慮に関する課題について 

○ 障害をもつ教員へのに関する合理的配慮について、を検討する場を設ける

べきである。 

○ 合理的配慮の提供を担う人材については、その待遇面が不安定であるため

地位を保障すべきである。教育支援計画と障害児サービス利用計画等、福祉

関連の個別支援計画とを連携できるようにすべきである。 

○ 障害者児が体育に参加できるよう、個別支援計画で合理的配慮の在り方を

検討すべきである。 

○ 合理的配慮の実践事例の収集と分類や、インクルーシブ教育システム構築

のモデル校とインクルーシブ教育システム構築、モデル地域の決定は、反差

別や人権教育というの観点で行われるべきである。 

○ 学校現場がを中心にとして、なって支援内容に合理的配慮を含む教育支援

計画のモデル案を策定し、活用について推進すべきである。同時に、啓発活

動もすべきである。 

 

④基礎的環境整備について 

○ 基礎的環境整備については、地域格差が生じないように国又は地方自治体

が責任をもつべきである。 

○ 学校の施設を利用する時に、ルビが無かったり、スロープが無かったりす

るので、障害者と話し合いながら学校施設を整備すべきである。 
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○ 通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校が連携しつつ

基礎的環境整備を充実すべきである。通常の学級においては、少人数学級を

推進すべきである。 

○ 物理的な環境整備に当たっては、市町村で計画的に整備していく仕組みを

つくるべきである。 

○ 地域の学校で学べるようにする人員配置をすべきであり、特別支援学校や

学級で配置されている教員の定数と、普通学級とではの格差があるためそれ

を縮めるべきである。 

○ 普通学級における合理的配慮について、予算を含めて充実させるように重

点施策、優先的施策として取り上げるべきである。 

○ 特別支援学校に就学した子どもたちは、地域の中で孤立してしまうするこ

とがあるため、スポーツ等を通じて地域の子どもとの交流が可能となるでき

る環境を整備すべきである。 

○ だれ誰もが使えるデジタル教科書の整備をすべきである。 

 

⑤その他の関連する課題について 

○ 学習指導要領については、普通学校と特別支援学校との２本立てが今後も

必要なのか、検討されるべきである。 

○ 通常の学級では、聴覚障害児は言語力の形成に困難を抱え、言語力形成の

遅れが学科学習の遅れにつながることがある。そうした学力の遅れが積み重

なる前に障害のある児童生徒児を把握する仕組みが必要である。 

○ 特別支援学級で学ぶ子どもについては、普通学級での交流の時間に上限を

設けている自治体があるため、それを撤廃するようにすべきである。 

○ 通学支援及びコミュニケーション支援の提供の在り方について検討する

べきである。 

○ インクルーシブ体育についての研究を進め、学校体育における合理的配慮

について、ガイドラインを策定すべきである。 

○ 盲視覚障害者、ろう者、難聴者、盲ろう者等への教育については、専門性

を確保し、かつ、継続的な教育が行えるように人事異動で配慮されるべきで

ある。 

○ 地域の学校に特別支援教育を熟知した教員が、配置されるべきである。 

○ すべての教員が、障害者を受け入れることができるように教員が養成され
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るべきである。 

○ 教員養成や学校へ入ってからの教員研修において、特別支援教育に関する

専門性を担保する仕組みを作るべきである。 

○ 高校入学試験について、全国の合理的配慮の取組をまとめウエブを活用し

広報すべきである。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 合理的配慮は障害者児及び保護者から要請されることによって、学校に作

為義務が生じるものとし、基礎的環境整備は国及び地方公共団体が行うべき

義務とすること。 

◎ 基礎的環境整備に当たり、地域格差が生じないよう配慮されること。 

◎ 障害者児が障害のない者子どもと平等に教育の機会が保障されるよう合理

的配慮が確保されるべきであり、個別の教育支援計画にその内容が盛り込ま

れること。 

◎ 保護者に対し、付き添い、医療的ケアの提供及び介助者等の費用負担を求

めるなど、障害のない子どもの保護者以上の負担を課さないこと。 

◎ 通常の学級における少人数学級を推進するなど、環境整備を進めるととも

に、通常の学級に在籍する障害者児への合理的配慮が確保される仕組みを構

築すること。 

◎ 通常学校への通学支援の在り方については、福祉サービスとの連携も含め

て検討すること。 

◎ 点字教科書、マルチメディア教科書等の障害の特性に応じた教科書、教材

を保障すること。 

◎ 国において合理的配慮の提供事例等の収集と分類を行い、それを初等中等

教育における合理的配慮が確保されるよう学校設置者及び学校等に情報提供

をすること。 

◎ 障害者が教職員という職業選択を行うことができるよう、学校での教職員

への合理的配慮が確保される仕組みを構築すること。 

 

（４）高等教育における障害学生支援について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①障害学生支援の在り方について 
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○ 高等教育について、障害者基本計画で独立した項目を設けるべきである。

職業教育、成人教育にアクセスでき、合理的配慮を確保し、後期中等教育と

の連携についても含めるようにすべきである。 

○ 大学入学の際に障害を理由に拒否しないことを大原則にし、同時に教育の

レベルを落とさないことを前提にすべきである。理念の明確化も含め、大学

の情報発信等が重要である。 

○ 入試で障害を理由とした排除や差別を禁止すべきである。レベルを落とさ

ないということではなく、共生社会の構築のためには、学力だけではなく多

様な人間の在り方が認められるべきである。 

○ 知的障害、発達障害者について、入試で切り捨ててしまうのではなく、人

間の可能性が広がる場として大学教育での学びについて検討すべきである。 

○ 大学教育での教育の質については、多様な能力という観点から専門性につ

いて検討されることを期待したい。 

○ 障害を理由にした出願、受験、入学の拒否が起きないようにすべきである。、

障害者基本計画で目標を設定し、大学は情報提供するようにしっかりと取り

組むべきである。 

○ 障害を理由に差別されず、一緒に過ごせるようにすべきである。どうやっ

て受験するのか、通学についても支援が必要である。 

○ 大学教育は専門性を担保し、人材育成する責務があり、義務教育とは異な

る面がある。理念を掲げるのは誰も反対しないが、現場で実際に成果が得ら

れるかどうか、危惧する。 

 

②合理的配慮に関する課題について 

○ 合理的配慮は学業遂行だけではなく、社会的自立をも対象にし、自治体、

NPO、民間団体とも連携しつつ提供するべきである。通信教育のスクーリン

グに参加するための通学支援は、障害者にとっては非常に重要である。 

○ 大学等は視覚に障害のある学生等に対して学習に必要な教科書や研究に

必要な学術論文などの電子化等の合理的配慮を行うことが求められる。 

○ 質の高いノートテイクが確保されなければ授業の理解が不十分になるた

め、合理的配慮として提供されるノートテイクの質の向上が求められるべき

である。 

○ 手話通訳、要約筆記について、ボランティアによる提供は支援の質に問題
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がある。研修の在り方を含めて、検討すべきである。特に、相談でのコミュ

ニケーション支援は、団体と連携しながら体制を整備する必要がある。 

○ 障害者を受け入れる普通学校の教育実習先が少ない実態があるが、合理的

配慮として大学と関係機関が連携し提供できるようにすべきである。 

○ 職業体験や実習においても学内と同じレベルの合理的配慮が提供される

べきである。 

○ 大学が合理的配慮を保障し、障害者に費用負担が生じないようがないよう

にすべきである。 

○ 大学への通学支援の実態調査を行い、支援の在り方を検討するべきである。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 各大学等において障害を理由にした出願、受験、入学の拒否が生じないこ

とが確保される仕組みを構築すること。 

◎ 独立行政法人大学入試センターが行っている障害のある受験生への「特別

措置」については、多様なニーズをもつ障害者への合理的配慮の確保の観点

から検証し、「特別措置」の内容について充実が図られるようにすること。 

◎ 障害のある学生が障害のない学生と平等に高等教育の機会が保障されるよ

う、情報保障・コミュニケーション支援等の合理的配慮が確保される仕組み

を構築するとともに、計画的に大学等の施設整備を推進すること。 

◎ 障害学生支援の優れた取組を公表するとともに、大学間での情報共有や連

携を図るために、拠点校を整備すること。 

◎ 入試での合理的配慮を含む「特別措置」の内容及びその取組方針、入学後

の障害学生支援、施設等のバリアフリー化の状況に関して、障害者及び高等

学校等に対する公表を促進すること。 

◎ 大学の認証評価において、障害学生支援の取組実績が考慮されるようにす

ること。 

 

 

４、療育【17 条】 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

（１）障害児支援全般に関する事項について 

○ 一般児童施策の中で障害児を位置づけるべきである。 

○ 支援が必要な子どもが、障害者施策と一般子ども施策の谷間に落ちないよ
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う配慮するべきである。 

 

（２）本人及び家族への支援について 

○ 子どもとその家族が地域格差なく必要な支援を使えるようにするべきで

ある。 

○ 確定診断の前から子どもが必要な支援を受けられるようにするべきであ

る。親が福祉サービス等の情報を入手したり、子どもの状態像を理解し子育

て不安が解消され、障害を受容するための専門家の支援が必要である。 

○ 短期入所も含めて家族支援を充実するべきである。 

 

（３）相談支援等について 

○ 障害の早期発見・早期療育支援等療育全般につき相談支援体制や専門的療

育の充実が必要である。 

○ 子育て支援と療育・発達支援を橋渡しする相談支援体制の充実が必要であ

る。 

○ 障害児が地域で育つ環境の整備と各種連携（ネットワーク）が重要である。 

○ 子どもの年齢に応じ性別に配慮した支援が必要である。障害児、特に女子

の虐待をうける危険性が高い現状をふまえることが必要である。虐待事案の

性別統計を出す等、ジェンダー視点をいかした研究調査・実態把握を進めて

いただきたい。 

 

（４）障害児及びその家族への支援の内容について 

○ 医療的ケアが必要な障害児とその家族が必要なサービスを利用できるよ

うにするべきである。 

○ 医療的ケアが必要な子どもも含め、特別支援学級・学校への通学支援を制

度化するべきである。 

○ 医療的ケアの必要な子どもが課外活動に参加できるよう、課外活動に同行

する看護師の派遣等が必要である。 

○ 重い障害をもつ子どもが地域で共に育つことを前提に、合理的配慮や必要

な支援を受けられる仕組みをつくるべきである。障害のある子もない子も、

学童保育や放課後等デイサービスを相互利用できるようにしてはどうか。 

○ 不登校やいじめ等で精神疾患を背景にもつ学齢児がたくさんいるので、精
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神疾患に関する教職員の研修が必要である。 

○ 子どもが地域で暮らす視点が身につく支援者向けの研修が必要である。 

○ 保育所等訪問支援について、保育所、幼稚園、放課後クラブ等、受入れ側

の専門性も必要なので、障害への対応を研修した担当者を置くべきである。 

○ 児童養護施設入所児童等、社会的擁護を必要とする人への支援体制を早急

に整備する必要がある。 

○ 虐待と発達障害の関係が深いので、その対策を適切にとる必要がある。 

○ いじめ対策における発達障害への配慮が必要である。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 障害児が障害のない子どもと同様に一般児童施策を利用できるよう、必要

な措置を講じること。 

◎ 障害児及びその家族への支援の充実を図ること。その際、次の点に留意す

ること。 

・ 障害児が地域で育つための環境の整備と関係機関の連携。 

・ 地域の身近なところで、早い段階から必要な相談支援や専門性の高い療育

が受けられるようにすること。 

・ 子どもの年齢及び性別に配慮すること。 

・ 支援者の養成。 

◎ 障害児に対する虐待やいじめについて、必要な対策を講じること。 

 

 

５、職業相談等【18 条】、雇用の促進等【19 条】 

（１）労働と福祉の一体的展開について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①労働と福祉の一体的展開について 

○ どこで働いても必要な支援を得られるよう、労働と福祉を一体的に展開す

る必要がある。 

○ 通勤支援に福祉施策を使えるようにする等、制度の谷間が生じないように

する必要がある。 

○ ソーシャルファーム、コミュニティビジネス、協同組合、社会的事業所等

多様な働き方について様々な観点から検討するために、パイロットスタディ
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（試行事業）による検証が必要である。 

○ 一般就労、福祉的就労など、多様な働き方から最も適した働き方が選択で

きるよう、本人のニーズと支援の必要度に基づいたアセスメント・支給決定

の仕組みの構築が必要である。 

○ 福祉的就労を一般労働市場に位置付けた場合に障害年金をどうするか、賃

金補填等と納付金制度の関係、労働能力評価の公平で客観的なあり方等の検

討を計画に位置付けるべきである。 

○ 福祉的就労への労働法適用については福祉的労働法のような新たな法制

でカバーすることも含め、今後の検討課題とすべきである。また、所得保障

との一体的な議論が必要である。 

○ 労働と福祉の一体的展開について、労働と日中活動等の福祉サービスの中

間の層をどう位置づけるか等は複雑な問題である。 

○ 雇用と福祉的就労の格差の解決は必要だが、そのための方法は賃金補填や

事業体系の見直しに限らず、様々な観点からの検討が必要である。 

○ 賃金補填は労働の対価としての賃金の性格をゆがめることにならないか。 

○ 賃金補填が民間企業への雇用を促進するような制度設計もあり得る。国内

の自治体やヨーロッパ等の取り組みを検討し、データに基づいて議論するべ

きである。 

○ 福祉的就労と一般就労の格差の解消には慎重な検討が必要で、今回の計画

で急ぐべきではない。 

○ 雇用と福祉的就労の格差をなくすために最低賃金を適用した結果、就労継

続支援Ｂ型で働けなくなる人を生まないようにする必要がある。 

 

②データ等についての意見 

○ データの収集を今回の基本計画に位置付け、次の基本計画の審議はそのデ

ータに基づき行うことができるようにするべきである。 

○ 障害者の就労施策全体を把握するために、国や地方自治体から投入されて

いる財源の全体をつかみ、日本の就労施策全体に位置付ける必要がある。 

○ 何をもって福祉的就労から雇用就労への移行というのか、雇用の定義（短

時間労働に満たない就業を含めるのかどうか、就労継続支援事業Ａ型を含め

るのかどうか等）を明確にしたうえで、データを収集し分析する必要がある。 
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③福祉的就労について 

○ 就労継続支援Ｂ型では工賃は低いが、そこでも障害者が誇りを持って働け

る状況を作る必要がある。 

○ 一般就労が困難な障害者等の働くことについての意向が尊重されるよう、

一般就労の促進のみを重点施策とせず、多様な就業の機会の一つとして、福

祉的就労を充実させることが重要である。 

○ 福祉的就労の工賃問題を検討するに当たり現行制度の検証、評価が必要で

ある。 

○ 工賃倍増計画は成果を上げていない。これを達成するには障害者基本計画

を自治体に浸透させ、官公需における優先発注を位置付ける必要がある。 

○ 福祉的就労の場の送迎加算とは別に、支援を得ながら自分で通所すること

への助成が必要である。 

○ 障害者総合支援法の３年後見直しを着実に計画的に実施するべきである。 

 

④全般について 

○ 施策を着実に進めるには、見込み的な形で計画に盛り込むことには慎重で

あるべきである。 

○ 障害者を雇用する経営者の意見も十分に踏まえるべきである。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 労働と福祉の一体的展開の在り方について検証すること及びその一環とし

て多様な働き方についての試行事業を実施すること。 

◎ 労働と福祉の一体的展開の在り方について検証する間、現行の福祉的就労

については以下の点に留意すること。 

・ 一般就労が困難な障害者等の働くことについての意向が尊重されるよう、

多様な就業の機会の一つとして、福祉的就労を充実させること。 

・ 福祉的就労の場における工賃の現状を幅広い観点から検証し、必要な改善

を図ること。 

・ 福祉的就労の場への通所の助成について幅広い観点から検証し、必要な改

善を図ること。 

 

（２）障害者雇用について 
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＜障害者政策委員会での意見＞ 

①障害者雇用の促進全般について 

○ 障害者の就業率をどこまで上げるのかという視点で根拠のある数値目標

が必要である。 

○ 障害者雇用が過去最高を更新し続けていることを評価する。 

○ 今後も一般就労を支援する施策を柱として進めるべきである。雇用前の支

援制度の更なる充実、雇用後、職場定着までの支援制度の充実、職場定着後

の継続的支援が重要な課題である。 

○ 雇用促進のための基盤整備、手話通訳等支援者の養成・確保・定着、補助

犬育成事業の検討等が必要である。 

○ 難病患者・長期慢性疾患患者にも障害者雇用率の適用を拡大するべきであ

る。 

 

②現行制度について 

○ この 10 年の就労支援施策の成果を踏まえ、改善を検討するべきである。 

○ 法定雇用率、納付金制度、ダブルカウント、特例子会社は障害者雇用推進

の根幹となる制度である。 

○ 法定雇用率を引き上げるべきである。また、公的部門との取引は雇用率達

成企業に限定することを検討するべきである。 

○ 雇用率は全体として向上しているが、軽度の障害者が多いのではないか。

雇用率の対象外となっている障害者の雇用を増やすことを検討するべきで

ある。 

○ ダブルカウント制度や特例子会社制度は重度障害者の雇用を進めるため

には当面必要だが、インクルージョンを重視した雇用施策も重要である。 

 

③一般就労のために本人が求める支援について 

○ 自力通勤ができない障害者や職場での支援を必要とする障害者への支援

が必要である。 

○ 採用時の健康診断は難病患者の雇用を困難にする。難病により退職すると

再就職が困難となる。通院等への配慮、復職時の能力評価等を検討する必要

がある。 

○ 就労支援に当たっては、本人はもちろん家族や関係者も支援する機能が重
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要である。 

○ 就労支援については、基礎自治体において就労支援センター等とハローワ

ークの連携がこれまでなされてきており、計画に明記する必要がある。 

 

④企業への支援について 

○ 企業内の理解者を育成する積極的なアプローチ等、企業への支援が必要で

ある。 

○ 本人への支援同様、精神障害の場合は企業への支援も重要である。就業・

生活支援センターの拡充等、企業の相談を受ける場の整備が必要。 

○ 事業主への支援という観点から助成金制度等に関する議論が必要である。 

 

⑤就労支援機関について 

○ 就業・生活支援センターとハローワークの役割の検討と地域格差の是正も

必要である。 

○ 就業・生活支援センターを全障害福祉圏域に設置するべきである。今後は

難病等への支援も必要になるため、職員やジョブコーチの増員について計画

に盛り込むべきである。 

○ 一般就労をする障害者が増えたために地域における就労支援は疲弊して

おり、体制の強化が必要である。今後は就業が困難な方という枠組で検討す

る必要がある。 

○ 就労移行支援の充実、特に定着支援を制度化する必要がある。 

○ 企業での雇用を成功させるには就労移行支援でのアセスメントと訓練、就

業・生活支援センターやジョブコーチによる本人と企業への支援が重要であ

り、省庁等を超えた連携が必要である。 

 

⑥難病に関する就労施策について 

○ ようやく障害者施策の対象とされた難病患者の就労支援の今後の方向性

を示すべきである。 

○ 難病は現行制度のままでは、障害の固定や永続を基本とする身体障害者手

帳の認定基準には該当しづらく、症状が安定しなければ手帳や所得保障、手

当等の受給率も低く、支援が受けられない。医療とのかかわり、症状の変化

や状態の個別性など難病の特性に着目して、就労支援各事業の対象とするよ
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う総合的に検討することが必要である。難病患者雇用開発助成金制度がより

広く活用されるようにすることの実績や効果についての検証が必要である。 

○ 難病患者が継続して働くには、服薬や通院の保障や、勤務日数・勤務時間

の短縮、休暇・休憩などの配慮、職場での病気の理解促進、冬期の積雪対策

などの環境作りが必要である。また小児期に長期入院や入退院を繰り返した

難病患者に対する就労支援の在り方については、医療とのかかわりや職業訓

練・能力開発への工夫・配慮が必要である。 

 

⑦紛争解決について 

○ 就職後の人権擁護について、未然防止と起きた時の調停等の仕組みの双方

が必要である。 

○ 雇用の場における人権侵害の相談・解決に向けた制度が必要である。 

 

⑧その他の意見 

○ 公的部門での障害者雇用を促進する必要がある。 

○ 障害者を就労に結びつけていく上でトライアル雇用は有効だが、予算が不

足しており財源の拡充が必要である。また、次回の障害者計画の中にも位置

付けるべきである。 

○ 障害者の主訴が個別化し、支援者の専門性が問われている。支援者養成の

計画が必要である。 

 

⑨データ等についての意見 

○ 行政評価の手法の進展を踏まえ必要なデータと評価・活用の仕方を検討す

る必要がある。 

○ 計画が障害者雇用にどのような効果を与えるのか、アウトカムの視点が必

要である。 

○ 雇用されている障害者の人数だけではなく、定着支援と雇用継続等に関す

る指標が必要である。 

○ 新たな政策はデータに基づいて立案されるべきである。 

○ 具体的には以下のようなデータが必要である。 

・ 障害者の雇用形態（正規と非正規）や障害別の雇用率についてのデータ 

・ 就労への移行がスムーズに行われているか（求職登録の期間等）について
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のデータ 

・ 離職者の状況、最低賃金減額特例のデータ（都道府県格差の実態等） 

・ 雇用に関する男女別や一般市民との比較をしたデータ 

・ 女性障害者の就労状況についての事例調査を含むデータ 等 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 法定雇用率制度は継続しつつ、その対象の拡大について検討すること。 

◎ ダブルカウント制度、特例子会社制度については当面継続しつつ、その在

り方について幅広い観点から検討すること。 

◎ 通勤支援、と職場での生活支援の在り方について、当事者にとって差し迫

った課題であることを踏まえ、福祉サービスとの連携も含めて早急にの検証

と見直しに着手検討すること。 

◎ 障害者雇用を促進する観点から当事者及び企業支援の拡充、就労支援機関

の在り方及び支援者養成、予算の確保等必要な施策について検討すること。 

◎ 障害者が働く上で必要とする合理的配慮の提供を義務づけることを検討す

ること。 

◎ 基本計画の監視に当たり、以下のデータを把握すること。 

・ 障害者の雇用形態（正規と非正規）や障害別の雇用率についてのデータ 

・ 就労への移行がスムーズに行われているか（求職登録の期間等）について

のデータ 

・ 離職者の状況、最低賃金減額特例のデータ（都道府県格差の実態等） 

・ 雇用に関する男女別や一般市民との比較をしたデータ 

・ 女性障害者の就労状況についての事例調査を含むデータ 等 

 

（３）就労施策に関するその他の事項について(自営業・起業への支援等) 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①自営業・起業への支援について 

○ 自営業の場合に職場介助者や移動支援が得られないという問題点を改善

するべきである。 

○ 自営業、起業のための職業的な自立に向けた訓練や経済的支援を講じるべ

きである。 

○ 基礎自治体が情報通信技術等の研修を在宅就業促進のために提供するこ
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とを奨励する枠組が必要である。また、起業への支援についての基礎自治体

とハローワークの連携を計画に明記する必要がある。 

 

②国等による障害者就労施設等からの物品との調達の推進等に関する法律（平

成 24 年法律第 50 号、以下、障害者優先調達推進法）等について 

○ 障害者優先調達推進法を実効性があるものにするよう新基本計画に書き

込むべきである。また、この法が在宅就業障害者等自営業にも適用されるこ

とを周知するべきである。 

○ 障害者優先調達推進法に民間企業を加え、発注企業への支援策を検討する

べきである。 

○ 工賃、賃金の向上に向けた取組の必要性を新基本計画に入れ込むべきであ

る。また、優先調達推進法の有効な運用のカギになる共同受注窓口を同法に

よる受注主体と認めその整備を急ぐ必要がある。 

 

③データ等についての意見 

○ 自営業や起業を支援する施策をつくるために、実態調査が必要である。 

○ 自営業に従事する障害者の実態と必要な支援についての実態調査が必要

である。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 自営業に従事する障害者への職場介助や移動支援の制度化、自営業や起業

のための訓練及び経済的支援等について検討に着手すること。 

◎ 障害者優先調達推進法の施行に当たり制度の周知と実効性の確保に留意す

ること。 

◎ 基本計画の監視に当たり、自営業に従事する障害者の実態及び必要とする

支援内容についてのデータを把握すること。 

 

 

６、住宅の確保【20 条】 

（１）障害者のための住宅確保について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①公営住宅の確保 
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○公営住宅の基本的な数値目標を立てて、まず公営住宅を確保し、その上で民

間住宅との一体的な連携をとれる施策を展開すべき。 

 

②民間住宅への入居の促進 

○障害のある入居者の助成とバリアフリー化のための助成が統一的に実施でき

る施策が必要である。 

○単身障害者が民間賃貸住宅に入居する場合の保証人確保に向けた支援を実効

性あるものとして行うべき。 

○民間住宅における入居の拒否について、人権侵害に当たる事案に対する行政

指導等について検討することが必要である。 

○公営住宅に重点を置くよりも民間賃貸住宅を実効的に利用できる施策が必要

である。特に個別の住宅改造を本人に過大な負担なくできるようにすること

などを含めて総合的に民間住宅のレベルを上げることが必要である。 

 

③グループホームの利用の拡大 

○一戸建て住宅をグループホームに転用する際に、寄宿舎への用途変更によっ

て負担の重い基準適合が求められる問題が起きないよう、新基本計画をつく

るときには統一的な方向性を出していくことが必要である。 

○障害種別等にかかわらず、グループホームの利用を希望する障害者の範囲を

拡大し、利用を促進していくことが必要である。 

○身体障害者で 65 歳を過ぎた人の申請にあたっては、グループホームの支給決

定ができるようにすることが必要である。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 公営住宅について、数値目標の設定することによりバリアフリー化された

住宅の整備を推進すること。 

◎ 民間賃貸住宅について、障害者の円滑な入居のための施策を講じること。

特に、個別の住宅改造及び原状復帰が入居者に対して過大な負担を生じない

よう、地方公共団体による助成制度を支援すること。 

◎ 障害者の利便性に配慮しつつ、グループホーム及びケアホームの設置及び

利用の拡大を図ること。 
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７、公共的施設のバリアフリー化【21 条】 

（１）公共施設及び公共交通機関等のバリアフリー化の推進について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①公共施設のバリアフリー化 

○学校施設は災害時には避難所となる地域の拠点ともいえるものであり、学校

施設のバリアフリー化はきわめて重要である。 

○公共施設や事業所施設も新設又は改修のときは、エレベーターの設置や磁気

ループ等の補聴援助に関する新設の基準の見直しや改修時の設計方法等につ

いて周知が必要である。 

○小規模な建築物のバリアフリー化については、バリアフリー法に基づく地方

公共団体の委任条例により新たに対象の追加ができることから、各地方公共

団体が条例を策定できる方策が重要である。 

 

②公共交通機関等のバリアフリー化 

○駅ホームからの転落を防止するため、設置の義務化等による転落防止柵（ホ

ームドアまたは移動柵）の普及と転落防止柵の設置が困難な場合の人員配置

等、ハード、ソフト両面からの取組が必要である。 

○航空機のバリアフリー化については、事前に搭乗の連絡がなかったという理

由で利用を拒否する事例もあったため、その実情等の検証が必要である。 

 

③音声誘導等の情報提供の充実 

○公共的施設においては、正確な音声情報の文字化が基本であるが、火災で建

物から逃げるときなどの緊急度が高いものは、必要最小限の情報でよい場合

もある。用途に応じた機器の活用ができる基準等の見直しが必要である。 

○緊急の場合には、音声認識技術を使ってタイムラグをなくすことも重要なの

で、今後の実施に向けて検討が必要である。 

○目的地に到達するためには、ここにバリアがあるという情報の提供が必要で

ある。音声誘導を含むガイドラインをつくり、そのことを伝える技術の開発

が必要である。 

○高層ビル街等都市市街地は GPS（全地球測位システム）の測位誤差が大きい。

また駅構内等屋内ではそもそも測位ができない。こうした場所で可視光通信
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などを利用した位置情報インフラ整備を検討すべき。 

 

（２）バリアフリー全般について 

○公共的な建築物、都市施設、公共交通機関について、防災との関係で整合性

がとれるような連携と調整が必要である。 

○障害者基本計画を具体化していくときに、地方公共団体が他の計画や条例等

の横のつなぎ方をするような基本計画を策定するよう促すことが必要である。 

○バリアフリー法上、地方公共団体の条例において面積要件の引き下げ等の建

築物の対象の追加も可能である。特に災害時には、仮設住宅のバリアフリー

基準を設けるなど、障害者の生活をトータルに担保する方向の検討が必要で

ある。 

○自治体の取組では地域公共交通活性化協議会等もあり、こうした協議会でも

バリアフリーの観点を積極的に導入することや、障害者計画の提案のときに

他の計画との関連性についても提案することが重要である。 

○バリアフリー法に基づく生活関連経路に決めた沿道の建物や商業地域の建物

はバリアフリー基本構想の中で位置づけていくべき。 

○歩行支援、移動支援のための各種センサー等のインフラ整備、データベース

整備等について、国が行うべき責務や民間事業者との連携について検討する

こと。 

○中心市街地活性化法で定められた区域の中は、バリアフリー基本構想と調和

が保たれるようにするなど、他の法律との連動を明確にする必要がある。本

来、ユニバーサル化は既存の関連する法律制度の中で実現できるようにすべ

き。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 公共建築物及び公共交通機関のバリアフリー化を、物理的な環境整備や情

報提供の普及のみならず、人的支援の観点からも進めること。 

◎ 地域の実情に即した条例の制定等、地方自治体におけるバリアフリー化の

ための取組を支援すること。 

◎ バリアフリー化と他の施策を総合的に展開することにより、社会の総合的

なユニバーサル化を推進すること。 

◎ 駅ホームからの転落を防止するため、転落防止柵設置の普及、転落防止柵
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の設置が困難な場合の人的配置等、ハード、ソフト両面からの取組について

検討を行うこと。 

◎ 公共建築物及び公共交通機関においては、重要度の高い案内情報は、音声、

文字、分かりやすいマークで表示する基準について検討を行うこと。 

◎ 緊急時における音声認識技術等、障害特性を踏まえた適切な手段による情

報提供の実施に向けて検討を行うこと。 

 

 

８、情報の利用におけるバリアフリー化等【22 条】 

（１）情報の利用におけるバリアフリー化等の推進について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①情報通信機器・システムの整備・普及等 

○日本は国際標準の中にアクセシビリティに関わる基準を積極的に提案するこ

とが必要である。 

○日本はWTO（世界貿易機関）の政府調達協定に加盟しており、アクセシビリテ

ィに関する国際規格を調達条件とすることで、アクセシビリティに配慮した

機器、システム、サービスの民間への普及を促すことが期待できる。 

○JIS（日本工業規格）の規格が現場で機能するような、省庁横断的な評価のあ

り方を考える必要がある。 

○JIS 規格、「みんなの公共サイト」運用モデル、総務省行政評価局からの勧告

等で情報のバリアフリーに言及されている十分に機能していない。 

○情報の分野では、機器の開発や支援の提供の最低限のナショナルミニマムは

義務づけ、プラスアルファのところは対象を選んで補助等で実施を促すとい

う進め方も適切ではないか。 

○本格的な電話リレーサービス開始を検討するとともに、携帯端末へ音声認識

ソフト搭載し、音声・文字による会話を可能にすべきである。 

○音声自動認識ソフトの開発を国レベルで本格的に取り組むべき。高性能の音

声認識ソフトが開発されると、その利用範囲が放送字幕にとどまらず、利用

範囲が広くなることから、障害者基本計画に書き込む必要がある。 

○電子書籍に関して、国際標準の流れの中でアクセシビリティの展望が開けて

きている。こうした現状について、文部科学省、経済産業省、総務省の三省

による懇談会以後の在り方について、障害当事者が参画する会議体で検討す

ることが必要である。 
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○国として、音声認識技術、画像認識技術、非侵襲的脳コンピュータインタフ

ェイス技術等の先端技術の応用と製品化を支援することが必要である。 

○盲ろう者も字幕放送を点字で読むことが技術的に可能なので、点字携帯端末

に字幕情報を送れる機器の開発を検討する必要がある。 

○情報支援機器は、生活全般になくてはならないものであることから、「障害

及び社会的障壁による日常生活・社会生活への制限」を削減するための支援

機器、支援用具という考え方を採用し、公的支援の在り方について総合的に

検討する必要がある。 

 

②国等による情報提供の充実 

○国及び地方公共団体がインターネット上で公表している重要な資料には、画

像のみのPDFファイルが多くある。情報のバリアフリー化の徹底が必要である

。 

○国の諸機関は、電子媒体で公表した白書等の資料をアクセシビリティに配慮

した形式で国立国会図書館に電子納本することを検討すべき。 

○知的障害者も含めてわかりやすいホームページやわかりやすい公文書を出す

ようにすることが必要である。 

 

（２）コミュニケーション支援の充実について 

○コミュニケーション支援事業において視覚障害者等のための代筆・代読サー

ビスを明確に位置付けて、これの趣旨徹底を図る必要がある。 

○重度の知的障害者や重症心身障害者のコミュニケーション支援では、文字盤

や絵カードを組み合わせてコミュニケーション機器や音声発生で意思表示す

る機器を開発し、日常生活用具で給付することが必要である。 

 

（３）心身障害者用低料第三種郵便について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

○第三種郵便に関して、情報・通信及びコミュニケーション保障の観点から考

えることが必要である。 

○第三種郵便の今後の在り方について基本計画にも盛り込むことが必要である。 

○第三種郵便について、国がその実施を促すことも必要でないか。 
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＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ ＷＴＯ（世界貿易機関）の政府調達協定を順守し、国等は公共調達にあた

りアクセシビリティ規格の国際標準に準拠した機器、システム、サービスを

調達するよう徹底を図ること。 

◎ 情報支援機器は、就労支援、学習支援においても不可欠であるという視点

に立って、制度、施策の見直しを検討すること。 

◎ 字幕放送、解説放送、手話放送の普及目標の達成に向けた取組を強化し、

テレビＣＭへの字幕付与や、盲ろう者に字幕放送を点字で提供できる装置の

開発を検討すること。 

◎ 国の行政機関等は、インターネットで公表している情報のアクセシビリテ

ィを再点検し改善すること。 

◎ コミュニケーション支援に読み書き支援を位置付け人的支援を提供すると

ともに、コミュニケーション支援のための機器の開発、普及を促進すること。 

◎ 重度の知的障害等のコミュニケーション支援では、指さしの文字盤や絵カ

ードの組合せ等で意思表示する機器の開発と日常生活用具の位置付けについ

て検討を行うこと。 

◎ 心身障害者用低料第三種郵便については、利用の実態を把握し、障害者の

社会参加に資する観点から検討を行うこと。 

 

 

９、相談等【23 条】 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

（１）相談支援体制について 

○ 相談支援の対象を各法律に定められた対象者以外にも広げる必要がある。 

○ 相談は身近なところでのワンストップサービス（一カ所で必要な相談が受

けられるようなサービスの提供）にする必要がある。 

○ 都道府県児童相談所の情報が市町村や相談支援センターに伝えられる必

要がある。 

○ 障害当事者や家族による相談支援を相談体制に位置付ける必要がある。 

○ 障害者が充分な相談支援を継続して受けられる体制と財源確保が必要で

ある。 

○ 障害者の相談支援には高い専門性が求められるが、報酬が低い等の問題が

あるため専門性のある人が定着しない。 
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○ 精神障害者の家族への支援を盛り込んでいただきたい。医療と保健と福祉

が連携した地域のサービス体制として、訪問型の相談支援が必要である。障

害者相談員制度に精神障害者も加えていただきたい。 

○ 障害福祉の相談業務を行う人の研修事業等を通じて、医療の相談窓口とも

連携を図ることができるようにするべきである。 

○ 難病患者の福祉制度の利用が進むよう、難病の相談支援センターと障害者

の相談支援センターの連携を図るべきである。 

○ 障害についての相談業務に携わるワーカーには人権擁護の専門知識も必

要である。 

○ 障害当事者、特に子ども、女性、高齢女性の声に留意するべきである。 

 

（２）成年後見制度について 

○ 現行の成年後見制度は選挙権が無くなる等権利擁護の面で見直しの必要

があることから、その在り方の検討を計画に盛り込むべきである。 

○ 成年後見制度は支援を受けた自己決定を基礎とする制度に改善されるべ

きである。 

○ 成年後見制度の利用促進のための体制を構築するべきである。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 医療や保健等の関係機関と連携の下、身近なところで相談が受けられる体

制を整備すること。 

◎ 障害者及び家族による相談支援を制度に位置付けることを検討すること。 

◎ 障害者の人権等に関する研修を行い、相談業務を担う人材を養成すること。 

◎ 成年後見制度の利用の実態を把握するとともに、制度の在り方について検

討すること。 

 

 

10、文化的諸条件の整備等【25 条】 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

（１）環境の整備について 

○ 文化芸術振興にあたり、障害者が制作しやすい環境作りと評価を受ける

機会の確保をすべきである。障害の有無に関わらず共に参加できる、インク

ルーシブな展覧会等が開催され、様々な人が関われるようにすべきである。 
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○ 空き教室を利用して、身近な場所で展示できる場所を増やして頂きたい。 

○ 講演、文化教室には、手話通訳・要約筆記が配置されない。また、字幕

がないため聴覚障害者は参加できない。趣味や教養に関するものについても

合理的配慮が提供されるべきである。ボランティアでは情報保障の質が確保

されない。 

○ 美術館等の説明は、ルビがなく理解できない。点字もない。障害者が美

術鑑賞できるように環境が整備されるべきである。 

○ 新国立劇場のオペラ鑑賞では、日本語の字幕が付与されているが、視覚障

害者はそれを利用できない。劇場等のバリアフリーを進める際には、様々な

意見を聞いて推進していただきたい。文化、芸術、スポーツにおいても、イ

ンクルーシブな視点で、障害の有無に関わらず一緒に参加できるようにすべ

きである。 

○ 文化的施設における文字表示装置等の設置についてガイドラインの作成

を障害者基本計画に盛り込むべきである。 

 

（２）スポーツについて 

○ スポーツの普及、振興に当たり、障害者も指導できる指導者の養成がカギ

になる。障害者スポーツ指導員の資格を取りやすくする施策が必要である。 

○ 障害者スポーツ指導員の養成を充実させ、どこにおいても誰でもスポーツ

できる環境づくりが求められる。 

○ 障害児・者の体育・スポーツ（インクルーシブ体育に関する内容を含む）

に関する科目を体育教員養成時の必修科目とする。 

○ パラリンピックについては、オリンピックと一緒にできる競技を少しずつ

増やしていくべきである。 

○ パラリンピックについては、文部科学省と厚生労働省が連携し、効率的で

日本独自の選手の養成システムを構築するよう検討するべきである。 

○ デフリンピックの国民の認知率を高めるために、パラリンピックと併記す

べきである。り、パラリンピックと同じレベルで、デフリンピック等の選手

養成等を支援することをスポーツ基本計画に盛り込むことを希望する。 

○ 全国障害者スポーツ大会は、競技の種類を増やすべきである。発達障害者

も参加ニーズがあるためそれに対応できるようにすべきである。 

○ 障害者スポーツの普及や実施率を示すデータが存在していないため、その
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ためのデータ収集をすべきである。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 障害の有無にかかわらず、文化芸術活動、スポーツ及びレクリエーション

に参加し、これらを楽しむことを可能とするため、バリアフリー化を含む施

設の整備や情報保障の充実等、必要な環境整備を促進すること。 

◎ 文化芸術活動において、障害者が制作及び活動しやすい環境づくりと評価

を受ける仕組みと機会を確保すること。 

◎ 地域におけるレクリエーションやリハビリテーションなど体力維持、健康

増進を目的とするとしての障害者スポーツの振興を図ること。 

◎ 障害者の競技スポーツについて、厚生労働省と文部科学省と連携の下、選

手等の養成システムの構築を図ること。また、障害のない人のスポーツとの

所管官庁との一元化について検討すること。 

◎ 障害者スポーツの普及や実施率を示すデータを収集すること。 

 

 

11、防災及び防犯【26 条】 

（１）防災に関する施策について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①障害者基本計画での防災等の位置づけについて 

○ 東日本大震災による障害者の死亡率が障害のない人の２倍以上であるこ

とを重く受け止め、障害者基本計画の中心に防災を据えるべきである。 

○ 東日本大震災の体験によって、緊急時は制約が多くできる事は少ないとい

う教訓を得た。警察や消防等の危機管理機関は福祉に精通していないこと

と、障害者施策関係者が救援に精通していないことで、効果的な防災の取

組になりにくかった。障害者基本計画では、各施策に防災を盛り込み、発

災時の対応も障害者施策の一環として取組むよう明記すべきである。 

○ 防災を各施策に盛り込んでしまうと、一般の防災と障害者の防災とで施策

が二元化することになる。支援の谷間を生まないために、誰が責任をもつ

のか明確にすべきである。 

○ 現行の障害者基本計画には、緊急時に福祉関係者が取組む内容が含まれて

いないため、取組むべきことを位置づけるべきである。 

○ 発災後に自立支援協議会が支援を主導することを決めている地域がある



- 51 - 
 

が、どの機関が市町村での障害者にかかわる支援を担うのかを明確に設定

すべきである。障害者が指定避難所の決定過程に参加し、避難できること

が確認された上で、宿泊を伴う避難所開設の訓練を行うべきである。 

○ 東日本大震災の災害支援では、事業所による障害者の囲い込みではないか

と思われるものが見受けられる。障害者権利条約や障害者基本法の定める

地域生活をどの地域においても実現できるように、防災でしっかりと取組

むべきである。 

 

②防災において取り組むべき施策について 

ア、取組の視点及び施策について 

○ 防災については、発災前の取組から発災直後の安否確認まで、避難所での

避難の期間、仮設住宅への入居までと復興期のように時間軸を設けて取り

組まれるべきことを整理すべきである。これに、情報保障や移動支援等の

分野別の課題と障害種別から発生する課題をそれぞれの時期区分毎に整

理すべきである。 

○ 障害は多様であり、細かい計画を策定しても実効性がない。そのため、発

災後に障害者が援助を求めることができる機関を設定し、そこに行けば必

要な情報や物資が得られ、事業者等につながることができる仕組みが構築

されるべきである。 

○ 福祉サービスの利用者ではなく、かつ、障害者団体とも繋がりのない障害

者や震災後障害者になった人は、必要な支援が得られず、ネットワークの

外に置かれているという問題がある。 

○ 災害発生時から避難生活時等に行政から震災関係の情報提供を行う際に、

障害の特性に応じた情報伝達やコミュニケーション支援を行える体制づ

くりが構築されるべきである。 

○ 手話通訳者等の派遣を適切に行うためには、自治体間での相互協力体制が

構築されるべきである。 

○ 重度障害者の避難については、一緒に避難する家族が混乱しないように、

いつ、誰が支援に来るのかを明確にすべきである。 

○ 震災後は移動支援やコミュニケーション支援のニーズが高まるが、これら

は地方自治体の判断に委ねられた地域生活支援事業であるため地域格差

が大きい。通常の福祉サービスのレベルを上げる取組が必要である。 
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○ 障害の特性や被災者の状況に応じた被災者支援（バリアフリー化された避

難所の保障、人工呼吸器利用者の電源確保、環境への適応が困難な発達障

害者への配慮、事業所や医療機関への移動支援の確保、心のケアを含む施

策の推進）を推進すべきである。 

○ 東日本大震災のように長期間にわたる避難生活では、物資、特に消耗品の

調達が命にかかわる問題になるため、行政と事業者が協働できる仕組みが

確保されるべきである。 

○ 福祉サービスの円滑な提供のために、機動的な制度運用が可能になるよう

にし、そのために人材が確保されるべきである。 

○ 災害時に最も支援が届きにくい人たちはどのような人たちなのか、避難を

どのように安全に行うのか、防災計画等に盛り込まれるべきである。 

○ ２０１５年に予定されている国際防災会議においては、東日本大震災にお

ける障害者支援を踏まえ、障害が議題の一つとして扱われるべきである。 

○ 豪雪地域では、防災の取組に雪害対策を含めて、取り組まれるべきである。 

 

アイ、 要援護者名簿の作成と安否確認について 

○ 市町村における災害時要援護者の避難支援の取組においては、全体計画の

策定率は高いが、個別計画の策定率は低い。 

○ 発災直後は、警察や消防が集中的、専門的に支援に当たるため、障害者支

援を担う福祉関係者とも情報共有をし、連携して支援すべきである。 

○ 被災後の安否確認のための要援護者リストの開示について、個人情報保護

法（条例を含む）は生命・身体に関わる場合は例外を許しているため、そ

の趣旨を踏まえて被災後の安否確認が行われるべきである。 

○ 障害者が自分自身を守るためには、公的な機関に加えて地域の障害者団体

や障害関連の事業所等いずれかの機関への登録の義務づけがなされ、安否

確認の下に、必要な支援が届けられるようにすべきである。 

○ 実効性のある個別計画の策定のためには、わかりやすい例示が必要である。

例えば、自閉症は特定の食べ物を食べない等、こだわりがあるが、我儘だ

と誤解されないようにすべきである。 

 

イウ、 避難所等での避難及び仮設住宅等について 

○ 避難所以外の場で避難生活を行った人が、支援から除外されないようにす
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べきである。 

○ 福祉避難所で障害者の家族が一緒に避難できなかった事例を検証すべき

である。避難先になる病院等についても、安全について検証が必要である。 

○ 仮設住宅の抽選に申込みをしたが、外れたため、スロープのある住宅に車

いす利用者が住んでいないケースがある。みなし仮設は、住宅改修が行わ

れているのか把握すら行われていない問題がある。 

○ 仮設住宅については、どのような配慮が必要であるか、具体的な基準が示

されるべきである。 

今後の仮設住宅については、標準仕様をバリアフリータイプとすべきであ

る。 

 

ウエ、 防災対策等への障害者等の参画について 

○ 障害者の参画や意見表明を確保した防災対策（少人数の障害者ニーズを把

握し、ライフステージに応じた配慮が行われるように障害者の参画を進め、

防災計画や避難マニュアルの策定や避難所運営の実施すること）を推進す

べきである。 

○ 福祉避難所や要援護者のガイドラインは、良くできているが浸透していな

い。それは、守られる側の障害者参画の視点が抜け落ちているためだ。 

 

③ 復興において取り組むべきことについて 

○ ６県、４３市町村で復興計画ができ、障害者についての記述があるのは５

県、３９市町村である。しかし、これらの計画策定の過程での障害当事者

の参加・参画は極めて不十分で、改善が求められる。 

○ 復興計画の進み方によって、障害者支援に空白やサービス提供の整備に遅

れが出ないようにすべきである。復興計画の策定にあたり障害者の参画や

意見反映がされるようにすべきである。 

○ 被災した障害者の生活の支援、生活の立て直しを図るため、サービスの柔

軟、機動的な提供のための制度運営や障害福祉サービス提供基盤の円滑な

復旧、障害者の働く場の確保などへの重点的な取組が求められる。 

○ 復興に関する取組においては、元に戻すという発想ではなく、新たに作り

上げる新生として、住みやすい街づくりが推進されるべきである。 

○ 日常生活を取り戻せる見通しが立ちにくい被災者にとっては、緩慢な喪失
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感が続いているため、心のケアの必要性は大きい。復興支援では、震災に

よる PTSD に対する取組の優先順位を上げて、取り組まれるべきである。 

○ 復興期は、障害者の孤立死が起きないようにする取組も必要である。 

○ 福島は県外への避難者が多いため、県内に住んでいた時の生活にできるだ

け近い生活が維持できるように、福祉サービスの利用が保障されるべきで

ある。 

○ 福祉関係の事業所の建物の多くが土砂災害の危険地域に建設されている

ことを踏まえ、安全性が確保されるように対応されるべきである。 

○ 障害者団体や支援団体が、復興に従事できるように財政的に支援されるべ

きである。 

 

④ 東日本大震災の被害状況を把握するデータ収集について 

○ 東日本大震災で障害者の被害が２倍以上とされている要因は何があるの

か、検証されるべきである。 

○ 障害者に対する災害被害の検証については、内閣府防災担当と厚生労働省

とが連携しつつ、合同で検証のための委員会を設置するなどして取り組ま

れるべきである。 

○ 発災直後から仮設等の住宅避難まで、どのような点に困ったのか障害関

係団体による聞き取り調査が行われている。プラスに働いた要因も分析

している。被災者の生活を脅かす事のない調査をすべきである。 

○ 男女共同参画については、復興庁に男女共同参画班が組織され、まちづく

り、仕事、暮らし等について、参考事例を収集し、被災地等に広く周知し

ている。障害者も同様に、障害者の参画促進の視点から丁寧に事例を収集

し、それらを復興における課題を把握することにも活用すべきである。 

○ 障害者の被害調査については、実際に支援に関与した人に聞き取り調査を

することも有効であるため取り組まれるべきである。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 防災基本計画、都道府県、市町村地域防災計画等、防災及び復興施策の企

画・立案及び実施における、障害者及びその家族等の参画を促進すること。 

◎ 災害発生時に備え、発災前において、防災関係部局は、福祉関係部局及

び障害者や関係団体等との連携の下、災害時要援護者名簿の作成、障害

者や福祉関係者が参加した防災訓練の実施、支援を必要とする障害者ご
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との具体的な避難支援計画の策定等の取組を通じて、災害に強い地域づ

くりを促進すること。 

◎ 被災した障害者に必要な支援を機動的に提供できるように、緊急時にお

ける障害福祉サービスが広域的な体制の下に提供され、又は地方公共団

体の連携の下に提供されるよう取組むとともに、障害福祉サービスを柔

軟に提供できる仕組みを整備すること。 

◎ 避難所、仮設住宅等のバリアフリー化を推進するとともに、事業者等と

の連携の下、被災した障害者が個々のニーズに応じた支援や必要な情報、

物資を得ることができる体制を整備すること。 

◎ 東日本大震災により住み慣れた生活環境から離れて避難生活を行ってい

る障害者に対する、相談支援、心のケア、見守り活動等の取組を強化する

こと。 

◎ 東日本大震災における障害者の被害実態を検証すること。その際、障害種

別及び男女別データ等を収集し、それぞれの被害実態についても分析でき

るようにすること。 

 

 

（２）防犯に関する施策について 

① 取り組むべき施策について 

○ 現行の障害者基本計画に加え、新たに考慮すべき点としては、次の３点。

①ネットワーク犯罪から障害者、特に判断に支援を要する障害者を悪質な

詐欺等の犯罪から守る対策の推進、②障害者自身が犯罪に巻き込まれない

ようにするための被害予防教育の推進、③地域における防犯施策の策定や

自主防犯組織への障害者及び関係者の参画、意見反映に努めるべきである。 

○ 警察等での相談の実効性を高めるために、権利擁護システムとして、障害

者から相談があった場合に必ず連絡を取る事業所を定め、手話通訳者等の

派遣等必要な支援者が配置されるべきである。 

○ 手話ができる警察官の交番への配置は限界があるため、離れた場所におい

てもパソコン等を利用し画像による同時通訳も導入できるようにすべき。 

○ 緊急時の連絡手段は双方向でなければならず、ファックス１１０番、メー

ル１１０番においても双方向性が確保されるように取り組まれるべきで

ある。 

○ 障害者が犯罪被害者になる確率が高く、女性障害者は特に被害者となる確

率が高くなるため、障害者基本計画の防犯で女性障害者について特別に取
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り組まれるべきである。その際に、女性障害者が地域における防止策の策

定において参画できるようにすべきである。 

○ 犯罪に対する自衛的取組の促進に向けて、例えば、グループホーム等の共

同生活の場に、行政からその観点からの支援が得られるよう工夫される必

要がある。 

○ 障害者が被害に遭いやすい犯罪の類型としては性的被害と詐欺があり、特

に知的障害者、精神障害者に被害が多い。 

○ 特別支援学校等の卒業時に、被害予防の指導がされるが、障害者自身が自

分を守ることができることが重要である。同時に、地域社会での見守りネ

ットワークが機能することも重要である。 

○ 障害者団体が警察と連携しながら、研修等の取組を推進すべきである。 

○ 警察での研修で障害者自身を講師とするよう一層取り組まれるべきであ

る。知的障害、精神障害、発達障害者との豊かな体験をもつ警察関係者を

講師に迎える事も推進されるべきである。 

○ 機能している防犯ネットワークのモデルを示しつつ、犯罪が起きにくい社

会作りのための体制が整備されるようにすべきである。 

 

② 防犯に関わるデータの収集について 

○ 障害者がどのような被害にあっているのか実態を示す統計データを揃え

るべきであり、行方不明者の保護についても含めて精査されるべきである。 

○ ＤＶの相談件数等から、女性障害者で性的被害を受けている人、相談した

くともできない人や事件が表面化していない多くの被害が存在する。女性

障害者の性的被害実態を明らかにするように、対策が講じられるべきであ

る。 

○ 男女別のデータに基づいて障害者基本計画が策定されるべきで、それに基

づいて施策の監視が行われるべきである。女性障害者は性被害を受けやす

いため、それを解消するよう障害者基本計画に盛り込まれるべきである。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ ファックスやメール等による緊急時の通報体制の充実を図ること。 

◎ 警察と地域の障害者団体や関係団体との連携を強化するとともに、障害者

及びその家族等を講師にした研修の実施等により、警察職員の障害者理解

を促進すること。 
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◎ 手話のできる警察官の交番への配置を促進するとともに、パソコン等によ

る画像を活用した手話通訳の導入等によるコミュニケーションの確保を検

討し、警察における相談体制の充実に努めること。 

◎ 障害者が詐欺被害に、女性障害者が性犯罪被害に遭わないように、それぞ

れの犯罪防止策を充実すること。 

◎ 被害者のプライバシー等への配慮等の課題を踏まえつつ、市町村等関係機

関とも連携しながら、障害種別や性別を含めた障害者犯罪被害に関わるデ

ータ収集等を行うことにより、障害者の犯罪被害実態の把握すること。 

 

 

12、消費者としての障害者の保護【27 条】 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

（１）障害者の消費者被害の事前防止及び被害からの保護 

①情報提供及び相談支援の整備 

○ 消費生活センターへのアクセスを改善する必要がある。例えば、ろう者の

電話等での本人確認については、手話通訳によって確認できる方法が必要で

ある。また、消費者生活センターの連絡先が電話番号しかないため、聴覚障

害者は相談自体ができないことがある。ファックスもしくはＥメールなどで

の窓口対応が必要である。 

○ 福祉サービスや銀行、郵便局や飛行場、駅、商店、レストラン等その他の

提供者側と消費者である障害者との対等な関係の在り方を、苦情の申立てや

フィードバック等の必要性も含めて捉えなおす必要がある。 

○ 障害者に身近な地域の窓口の設置や民生委員、障害者団体、消費者団体の

活用等も検討されるべきであり、グループフォーラム等の事例もあるが、消

費者団体や地域で活動する様々な団体と障害者との連携の促進を図る見守

りネットワークの県単位開催の必要がある。 

○ 情報提供に関しては、消費生活センターの窓口において相談員の体制が不

十分であり、小規模な自治体における体制は広域的に整備する必要がある。 

 

②クーリングオフ制度の改善 

○ クーリングオフは、制度として利用できるための周知が必要である。書面

により説明を行うことが求められているが、これは文字が読めない人障害者

（知的障害者、視覚障害者等）は活用することができないため改善が必要で
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ある。 

○ 障害者については、クーリングオフの期間を通常よりも長くすることが必

要である。 

 

③消費者被害の対応 

○ 消費者被害については、被害実態の掘り起しが必要であり、悪質な事業者

については、行政でしっかりと対応すべきである。 

 

④啓発活動の推進 

○ 医療機関と患者の間には適正な役務の提供が求められており、インフォー

ムドコンセント等も含めて消費者基本法（昭和 43 年法律第 78 号）の理念と

の関係で考える必要がある。 

○ 障害者については、一般の消費者と比べて、情報及び交渉力の面で格差が

生じており、行政が積極的にエンパワーメントする必要がある。 

○ 消費者庁において、作成している見守りガイドブックは、ロールプレイン

グ等も掲載されており、今後、“「分かりやすい版”」等も作成が必要である。 

○ 消費者としての権利に関する理解を深めるため、消費者教育の推進に関す

る法律（平成 24 年法律第 61 号）との関連を踏まえて啓発活動等に積極的に

取り組む必要がある。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 消費生活センターについおいては、ファックスやＥメール等での相談窓口

を明示するなど、電話や来訪しての相談が困難な障害者の消費者相談へのア

クセスのを改善について検討すること。 

◎ 障害者の消費者被害の実態の掘り起しと、悪質な事業者についてはへの適

切な行政指導が必要であること。 

◎ クーリングオフ制度に関する周知等、障害者の消費者被害の事前防止及び

被害からの保護について、障害者の参加・参画のもとで障害者にも分かりや

すい周知・啓発が必要であること。 

 

 

13、選挙等における配慮【28 条】 
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（１）選挙等における必要な配慮の提供 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①個別の配慮に関連して 

○ 知的障害者の場合、文字は書けないが記号や色の識別が可能な人はたくさ

んいる。他の国で実施されている例を参考として、記号・マーク等での候補

者の識別、それによる投票が実行されることが必要である。 

○ 病院等に入院中の選挙人には、そもそも選挙公報も投票入場券もその病院

には送られてこない。この点の配慮を入院中も行う必要がある。 

○ 選挙の点字による「お知らせ版」が選挙公報と同じ内容ではない。点字や

録音媒体という技術的な制約にあまり縛られずに、選挙管理委員会のホーム

ページで音声による選挙公報を出せば視覚障害者に情報を提供できる場合

もあるので、より柔軟な方法を検討する必要がある。 

○ 投票所の車いす用の投票ブースは低いので、隣接する一般投票ブースから

投票内容が見られるのではないかという心配がある。ブースの位置等の配慮

が必要である。 

 

②政党及び立候補者による配慮に関連して 

○ 聴覚障害者が個人演説会等において候補者の政見等を知る機会をできる

だけ確保することが必要。演説会等で演説内容を要約筆記し、その文字を

OHP スクリーンに投影することを可能にすること。 

○ 政見放送において、字幕の付与と手話通訳の配置については、政党の自主

的な取組だけに委ねるのではなく、すべての政党の理解の上で、実施できる

ルールづくりの検討が必要である。 

 

③郵便投票制度の見直し 

○ 参政権保障の観点から郵便等投票ができる者及び郵便等投票における代

理記載のできる者の範囲を拡大することが必要。具体的には、介護保険の要

介護５に該当しない者でも事実上、外出が困難と認められる在宅の寝たきり

の高齢者、重度の紫外線アレルギー、精神病等の疾病のため外出できない者

などに拡げること。 

○ 郵便等投票については、視覚障害者が点字で投票できるようにすること。 

 

④不在者投票制度等の見直し 
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○ 知的障害者の施設においては、本人が１人で投票所に行くことが困難な現

状があり、入所施設内で不在者投票ができる施設の対象として知的障害者等

の施設も含めることが必要である。 

○ 郵便投票等や不在者投票施設における不在者投票は、障害者がほかの人と

同様に投票所で投票することができない場合に対する暫定措置とすべきで

あり、基本的には投票所に行って投票できるようにすることが必要である。 

○ 知的障害者の施設で不在者投票を可能にすると、投票所に出かけることが

社会参加の機会のひとつであったことが、それを制限することにつながる懸

念がある。 

○ 不在者投票のできる施設に知的障害者の施設を入れることは、都道府県の

選管連合会からの法改正要望でもある。当該施設の入所者が対象になるが、

その施設で投票するかしないかは、あくまでも本人の選択になる。 

○ 老人ホーム等の施設における不在者投票の在り方は、運用上、問題がある

（施設の長等に誘導されて投票する等）ので、知的障害者や高齢者（特に認

知症の人等）の不在者投票に伴うチェック機能が望まれる。 

 

⑤その他の制度上の見直し 

○ 最高裁判所裁判官国民審査の視覚障害者の点字投票では、一般投票と同様

に記号等により投票できるようにすること。 

○ 聴覚障害者は電話を使うことができないが、加えて、選挙運動においては

ファックスやメールの使用は公職選挙法に抵触するため、大きな制約を受け

る。こうした点について、柔軟な見直しが求められる。 

○ 選挙情報等の提供に関する公職選挙法改正については、政党の理解の上で、

障害者の参加・参画のもとで検討が行われるようにすること。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 視覚障害者等のより多くの障害者に選挙情報を提供するために、音声によ

る候補者情報の提供等、柔軟かつ多様な方法による選挙情報の提供を検討す

る必要があること。 

◎ 記号やマーク等での分わかりやすい候補者の識別及びそれらによる投票が

できるよう検討すること。 

◎ 投票所における投票が困難な障害者について、指定病院等における不在者

投票又は郵便等による不在者投票を柔軟に実施する検討を行うこと。あわせ
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て、在宅の障害者のインターネットによる投票についても将来の課題として

検討を行うこと。 

◎ 入院中の選挙人が適切に投票できるよう、指定病院等での不在者投票の拡

大を図ることについて検討を行うこと。 

 

（２）成年後見制度と選挙権について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

○ 後見人に託す財産上の法的な保護がなされる一方で、被後見人になったと

きに選挙権を奪われてしまうのは人権上の大きな問題である。人権を尊重す

る前提で制度に不備があるという視点で見直すことが必要である。 

○ 選挙の公正を確保するためどうしても選挙権を制限する必要があるとき

は、成年被後見とは別に、本人の選挙権を行使したいという意思や能力に着

目し、選挙権を喪失させるのが相当かどうかを特に判断する新たな審判制度

を設ける必要がある。 

 

（３）公的活動への障害者の参画の拡大（審議会委員への登用の促進等） 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

○ コミュニケーションに課題がある障害者にとっては、その人の障害特性に

見合った支援方法を具体的に提案する必要がある。 

○ 知的障害者等の審議会等への参画については、自治体の先進的な事例を参

照し、本人への事前の十分な情報保障と合わせてできる限り推進する必要が

ある。 

○ 国や自治体の各種の審議会等における当事者（本人・家族等）の参画の割

合の設定については、二つの考え方が示された。一つは、男女共同参画政策

において女性の委員参加に中期及び長期の数値目標が設けられて進捗が定

期的に公表されているのと同様に、障害者についても、審議会の種類に関わ

らず一定の比率を定めてその実現をめざすこと。もう一つは、障害者の制

度・政策に関する審議会等は過半数とし、一般的制度・政策に関するな審議

会等については一定の比率を定めてその実現を目指すという意見が出され

た。 
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14、司法手続における配慮等【29 条】 

（１）司法手続における必要な配慮の提供について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①刑事裁判手続 

○ 捜査では、障害者が被疑者となった場合に求められる配慮と犯罪の被害者

となった場合に求められる配慮がある。 

○ 取調べの可視化は有用であり、必要である。今後は、取り調べ後の弁護士

の関わり方などについて運用面での検証が必要である。 

○ 取調べの可視化では、録音・録画の対象は知的障害等の障害者を想定して

いるため、本人の意思決定の確認方法については継続的な検証が必要である。 

○ 捜査の段階、取調べの段階から公判段階まで、障害者に対する合理的配慮

が必要である。とくに、障害特性に見合った適切な情報保障が行われなけれ

ば真実を見誤りえん罪が生まれてしまう危険性がある。 

○ 知的障害者や発達障害者は特有の誘導されやすさ等についての問題があ

るので、支援者等の立会いの仕組みを保障したり、司法や警察関係者が、知

的障害や発達障害者の理解を深める必要がある。 

○ 裁判員制度では、被告人が障害者である場合、一般市民である裁判員が障

害について十分理解していないと誤った判決をしてしまう可能性があるた

め、障害者への適切な理解を持ってもらうことが必要である。一方、裁判員

に障害者が選ばれた場合、十分な情報保障がなければ裁判員としての職務を

果たせないことになる。 

 

②民事裁判手続 

○ 現在の民事裁判制度の諸規定では、情報保障をはじめとして、障害者に対

する配慮がほとんど記載されていない。 

○ 裁判費用については、障害が理由で追加的に発生する費用は国庫で負担す

る必要がある。 

○ 裁判所から訴状が視覚障害者に送付されても、そのままでは訴状を理解で

きない。裁判所による配慮とともに、行政による代読や代筆等のサービス等

による在宅の障害者が司法手続きに関する十分な情報保障を受けられる体

制が必要である。 

 



- 63 - 
 

③刑事裁判・民事裁判に共通する問題 

○ 傍聴の問題として、裁判所では車いすの傍聴が困難な場合もある。ろう者

の傍聴者が手話通訳者を見にくいことがある。障害者が障害のない者と同様

に裁判を傍聴できる配慮が必要である。 

○ 司法に参加する機会が増えているが裁判所における障害者に対する配慮

が十分ではない。被告人への情報提供、また傍聴人への情報提供、盲ろう者

や難聴者等のコミュニケーションについて裁判体ごとに対応が異なる。 

 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 捜査、取調べの段階から公判段階まで、情報保障や支援者の立ち会い等の

障害者に対する合理的配慮を提供すること。 

◎ 刑事事件に関する手続の運用において、障害者がその権利を円滑に行使で

きるよう、個々の障害者の特性に応じた意思疎通等の手段を確保する等の障

害者に対する合理的配慮を提供すること。 

◎ 民事訴訟等についても、個々の障害者の特性に応じた意思疎通等の手段が

確保されるよう、適切な情報保障等が受けられるよう、必要な行政サービス

の提供を検討すること。 

◎ 知的障害によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対する取調

べの録音・録画や心理・福祉関係者の立会い等については、現在試行されて

おり、また、取調べの録音・録画については、精神の障害等により責任能力

に疑義が生じた被疑者に係る事件にも拡大されたところ、今後もこれらの試

行を継続し、更なる検討を行うこと。可視化については、現在試行されてい

るところだが、今後、その本格導入に向けさらなる検討を行うこと。また、

その際には本人の意思決定の確認方法等について適正性が確保されるよう制

度が設計されること。 

 

（２）司法関係者に対する研修の実施について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

○ 司法に関係する全職員に対する障害特性に対する理解、必要な支援、合理

的配慮等について十分な研修が必要である。 

○ 最高検に設置された「知的障がい専門委員会」の中に知的障害の当事者が

入っていない。事者参画という原則から構成等の再考が必要である。 
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○ 保護観察に関連して、保護司に対する福祉的支援の研修について検討が必

要である。 

○ 刑務所には、知的障害とろうの重複障害の人もいる。刑務官に対しては、

障害の種別、特性ごとに研修するカリキュラムが必要である。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 司法に関係する全職員に対する障害特性に対する理解、必要な支援、合理

的配慮等については、障害者の参加・参画のもとで十分な研修を行うこと。 

  

（３）障害を有する受刑者・出所者等に対する処遇及び支援の在り方について 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

①受刑者の処遇 

○ 受刑者の中で知的障害者の割合が高いという現実を踏まえた対策が必要

である。不起訴、起訴猶予、処分保留という形で受刑を免れた知的障害者に

ついては、福祉サービスをどうのように提供していくのかが課題である。 

○ 矯正施設で提供される医療は、一般に提供される水準からみて不十分であ

る。 

○ 矯正施設内では、詐病であると言われて薬を投与してもらうことができな

い。今までかかっていた主治医と連絡をとりたいなどの訴えが多いのが現状

である。 

○ かなり重い状態にならないと医務官のところまで情報が入ってこないと

いう実態があるのではないか。情報の流れの検証と刑務官、医務官のスクリ

ーニングに関する研修が必要である。 

○ 刑務所内の介助について、福祉機器の提供と同じように介助の位置づけを

明確にする必要がある。 

○ 刑務所内の介助に関連して、介護が必要な人は福祉刑務所のような特化ユ

ニットを今後はつくることも必要ではないか。 

○ 刑務所内の聴覚障害者については、手話通訳や要約筆記の派遣を利用し専

門的な人を配置するべき。 

○ 日本は欧米の刑事施設と比べて処遇が非常に厳しい。刑務官は怒鳴りっぱ

なしで知的障害者は萎縮してしまい、自分の言いたいことも言えない状況を

経験した。処遇のあり方の再検討がまず必要である。 
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○ 受刑者への処遇に関するプログラムは検証が必要であるが、出所後の地域

定着支援のあり方とともに、今後の基本計画及び障害福祉計画の段取りの中

でどの程度までを目標にしていくかを考える必要がある。 

○ 各刑事施設では、医療や介助等の様々な合理的配慮にかかわる対応に格差

がある。各刑事施設全体に共通するガイドラインの策定と実施が必要である。 

 

②出所者に対する支援 

○ 処分決定に至るまでの過程を踏まえて、社会に戻る段階で支援プログラム

をつくる必要がある。 

○ 地域生活定着支援センター等と刑務所内でのプログラムの展開を合わせ

て個別支援計画をつくる必要がある。 

○ 地域生活定着支援センターは、都道府県が実施主体になって民間だけでは

できないことを補うが、まだ緒についたところである。先行モデルを目標に

していったらいいのではないか。 

○ 累犯障害者の地域移行にあたっては、安易に施設入所が選択されることが

ないように配慮が必要である。 

○ 刑務所を満期で出所しても、精神保健福祉法による通報がされると措置入

院になる。満期で責任を果たしているのに、一方的な通報で精神保健福祉法

による措置入院につながる事例もあるのはおかしい。 

○ 地方自治体の先行事例を検証し、累犯障害者の地域移行・地域定着を推進

する必要がある。 

 

＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 受刑者の処遇に関する中で、特に、医療の提供の水準を確保すること。 

◎ 先行事例の検証を踏まえて障害特性に応じた個別の矯正プログラムを提供

し、出所後の地域移行・地域定着支援につなげること。 

◎ 介助が必要な障害者には、介助を受けることができるよう体制の整備を図

り、その他障害のない受刑者と同等の処遇を得るために必要な合理的配慮を

確保すること。 

◎ 保護観察所等の関係機関との連携の下、障害者が出所後に必要な福祉的支

援を受けることができるよう、地域生活定着支援センター等による支援の充

実を図ること。ただし、それは隔離的な処遇であってはならないことに留意

すること。 
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15、国際協力【30 条】 

＜障害者政策委員会での意見＞ 

○ 2013 年から始まる新アジア太平洋障害者の十年においても、国連アジア

太平洋経済社会委員会（ESCAP）への日本政府からの財政支援はこれまで

の水準が保たれるべきである。市民社会との連携を確保しつつ、国際協力

が展開されるべきである。 

○ 現在の政府開発援助大綱は社会的弱者に障害者が含まれているが、障害分

野の位置づけが明確にはない。今後見直しの際には、障害分野を明確に位

置づけるべきである。 

○ 政府開発援助に関する中期政策の改定の際に、障害者を明記するべきであ

る。 

○ 国際協力の取組においても障害者権利条約という国際的な規範を踏まえ、

日本政府が条約を順守する姿勢で臨むべきである。その際、教育において

は、インクルーシブ教育を推進するようにすべきである。 

○ 国際協力全体の基本的理念には、共生、物理的障壁の除去、インクルーシ

ブ教育の推進、災害対策の推進等が盛り込まれるべきである。 

○ これまでの国際協力においては、自力で職業訓練所等に通うことができる

など、合理的配慮が確保されずに障害者による自己努力が強いられてきた。

合理的配慮が必要な重度の障害者も、支援の対象に含めるべきである。 

○ 重度障害者自身が国際協力を行うことによって、地域生活をしている障害

者のロールモデルになり、障害者のエンパワメントに繋がる。 

○ 草の根・人間の安全保障無償資金援助は箱物を作る傾向が強いが、障害者

の自立生活の保障を基本的施策に位置づけ、その実現に寄与するよう援助

が行われるべきである。 

○ 障害者の芸術文化活動の交流についても、国際協力として障害者基本計画

に位置付けた推進が行われるべきである。 

○ 障害者権利条約にある障害者の尊厳及び権利の確保に資する観点から、国

際協調の下で国内施策を進めるべきである。 

○ 他の国をリードする立場からも、日本政府として障害者権利条約の選択議

定書の批准について積極的に取り組むべきである。 
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＜新障害者基本計画に盛り込むべき事項＞ 

◎ 新アジア太平洋障害者の十年に関する行動計画としての仁川戦略を推進

すること。 

◎ 障害者権利条約における障害者の権利保障に資するよう、障害者団体間の

国際交流、政府や民間団体による各種協力等の国際協力を強化すること。 

◎ 政府開発援助大綱の次期改定においては、障害者分野の位置付けを明確に

するよう検討すること。 

◎ 国際協力の取組の担い手及び受益者として障害者の参画を得つつ、障害分

野における国際協力を実施すること。 

◎ 障害者権利条約の批准に向け、国内制度の必要な整備を一層進めるととも

に、選択議定書の締結についても検討を進めること。 

 

 

 

Ⅴ 推進体制等 

 

１、推進体制の構築 

新基本計画の期間内において障害者権利条約の批准が想定されることから、

障害者権利条約が求める国内実施体制を明確にする必要がある。 

すなわち、障害者権利条約第 33 条第１項で、同条約の実施に関連する事項

を取り扱う中央連絡先や政府内における調整のための仕組みについて、同条

第２項では、条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組みにつ

いてそれぞれ言及しているが、批准後の同条約の実施を念頭に、現行体制で

十分であるか否か、障害者施策の推進体制の在り方を改めて検討することが

求められる。 

 

２、関係機関の連携 

（１）同条約第 33 条第１項に規定される政府内における調整のための仕組みに

関連するが、省庁間の連携に加え、周辺領域の基本計画に係る事項を所管す

る委員会等との連携を図るべきである。 

（２）同時に、新基本計画の推進体制は第一義的には国が責任を持つべきであ

るが、地方公共団体・民間団体・障害当事者との共同も必要不可欠であるこ

とを認識し、その連携を図る必要がある。 
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３、広報啓発 

広報啓発により市民の障害者への理解を広げ、態度や対応の改善につなげ

ることは新基本計画を推進するに当たり不可欠である。したがって、広報啓

発については現行基本計画のように分野別施策で述べるのではなく、推進体

制の項目に移すべきである。 

 

４、基本計画の実施状況の監視及び勧告等について 

（１）障害者政策委員会の位置付け 

障害者基本法上、障害者政策委員会は、 

①基本計画策定に関して意見を述べること、 

②障害者施策に関して調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総

理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること 

③障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内

閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること 

等について、役割を果たすことが求めている。 

これらの点からすると、障害者政策委員会は、障害者基本計画の策定と実

施状況の監視、あるいは、障害者施策に関する調査審議を通じて、必要なと

きには、意見を述べ、あるいは勧告するといった方法により、障害者施策の

推進に寄与することが求められている。これらのことを新基本計画の上でも、

推進体制として明確にすべきである。 

 

（２）監視の在り方 

障害者政策委員会における新基本計画の実施状況の監視に当たり、その体

制や方法について、検討することが求められる。その際、評価、検証、見直

しのサイクルを明示することが重要である。 

また、監視するには、監視のための指標や数値目標を設定することが重要

である。特に、障害のない市民との格差や地域間格差の状況を明らかにする

指標を据えることが求められるが、その他、監視のための指標としていかな

るものが必要であるのかの検討が必要である。その検討に当たっては、その

指標設定により、いかなる成果がもたらされるのかといった観点からの検討

も重要である。 

さらに、一般的な監視に加え、テーマを絞った集中的な監視の実施、とり
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わけ、「Ⅲ 先送りできない重要な課題」に関連する施策の実施状況、「Ⅴ ６．

法制的整備」の進捗状況の監視は重要である。 

なお、監視に当たっての各省庁との連携の在り方なども、検討すべきであ

る。 

 

（３）検討結果の反映 

基本計画の実施状況についての監視の在り方については、十分に検討で

きる時間的余裕がないことに鑑みて、引き続き、政策委員会において検討

すべきであるが、その検討に基づく結果については、随時基本計画の監視

の手段として実施に移されるべきである。 

 

 

５、調査及びデータの収集と公開について 

（１）障害者と障害のない人別の統計 

障害者と障害のない人との比較が可能となるデータの収集が必要である。 

 

（２１）男女別統計 

障害者施策に関する統計を取る時には男女別の統計を取るべきである。 

 

（３２）データ収集の在り方 

監視のためのデータ収集について、これまでに全くなかったデータを収集

する必要がある場合と、既存のデータについて障害という視点から再構築す

ることで必要なデータを利用できる場合、また又は、これまで行われている

データ収集に際して障害に関連する指標を入れ込むことで必要なデータとし

て利用できる場合等があると思われるが、その際には、統計にかかる基本計

画を所管する統計委員会や隣接領域の施策を所管する省庁との連携を図るこ

とが重要である。 

また、独自の調査研究や情報収集が必要な場合には、事務局体制と予算が

確保されなければならない。なお、これらにより収集されたデータは、プラ

イバシー等に配慮しつつ、公開されるものとする。 

 

（４３）都道府県が作成する都道府県障害者計画に関する情報収集 
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障害者政策委員会は、都道府県が障害者基本法に基づいて策定する都道府

県障害者計画やその実施状況に関する資料を収集し、その実施状況を把握す

ることが求められる。その上で、障害者政策委員会としては、それらの状況

を踏まえて、国全体としての基本計画の策定に関し意見を述べ、また、その

実施状況を監視しなければならない。 

 

６、法制的整備 

本新基本計画の期間に予定されている障害者差別禁止法（仮称）の制定につ

いては、平成 22 年６月 29 日閣議決定された「障害者制度改革の推進のための

基本的な方向について」に基づくものであり、かつ、障害者権利条約の批准と

いう観点から必要な法制的整備である。また、障害者総合支援法の９項目の見

直し、障害者基本法の３年後見直しは、法律の附則に基づくものであり、これ

についても、今後の法制的整備が求められるところである。 

なお、法制上の「障害」の表記の在り方については、障害者権利条約におけ

る新しい障害の考え方を踏まえつつ、今後の国民、特に障害当事者の意向を踏

まえて検討する。 

 

７、都道府県及び市町村の障害者計画について 

都道府県及び市町村においては、次期の改正年次を待つことなく、国の新し

い障害者基本計画を基本とするとともに地域の実情等を踏まえた障害者計画を

策定することが期待される。 


